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令和２年せたな町議会決算審査特別委員会 第１号

令和２年９月１４日（月曜日）

○議事日程（第１号）

１ 会議録署名委員の指名について

２ 委員長の互選について

３ 副委員長の互選について

○出席委員（１０名）

委 員 長 桝 田 道 廣 君 副委員長 吉 田 実 君

委 員 橋 本 一 夫 君 委 員 熊 野 主 税 君

委 員 大 湯 圓 郷 君 委 員 横 山 一 康 君

委 員 道 高 勉 君 委 員 石 原 広 務 君

委 員 平 澤 等 君 委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（０名）

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

事 務 局 総 務 係 原 田 翔 太 君
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開会 午後４時４６分

○臨時委員長（菅原義幸君） 委員会条例の定めるところにより、臨時に委員長の職務を行い

ます。

よろしくお願いいたします。

委員全員が出席しており定足数に達しておりますので、本特別委員会は成立しました。

よって、これによりせたな町議会決算審査特別委員会を開会いたします。

直ちに会議を開きます。

整理番号第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員には、臨時委員長におい

て橋本一夫委員、熊野主税委員を指名いたします。なお、この指名は本特別委員会開会中の指

名といたします。

整理番号第２、委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。全員協議会で確認のとおり投票により行います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異議なしと認め、委員長の互選方法は投票で行うことに決しま

した。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただいまの出席委員は１０名です。

次に立会人を指名いたします。

臨時委員長において、立会人に道高勉委員、大湯圓郷委員を指名いたします。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 配付漏れはなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

（投票箱点検）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。窓側の席の吉田委員から順次投票願います。

（投 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れはありませんか。

（「はい」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。
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これから開票を行います。

道高委員、大湯委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち有効投票１０票、無効投票ゼロ票です。

有効投票のうち桝田委員１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして桝田委員が委員長に当選されまし

た。

会場の出入口を開きます。

（委員会室開鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただ今委員長に当選されました桝田委員が会場におられますの

で、当選の告知をいたします。これで臨時委員長の職務は全部終了いたしました。

ご協力ありがとうございます。

桝田委員長と代わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後４時５４分

再開 午後４時５５分

○委員長（桝田道廣君） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。

委員長に指名されましたので、挨拶をさせていただきます。この度の決算特別委員会の委員

長に互選していただきました。初めてのことであり、また非常に不慣れであります。皆様の協

力をいただきながら、何とか進めさせていただきたいと思いますので、ご協力のほどよろしく

お願いをいたします。

整理番号第３、副委員長の互選を行います。

互選方法についてお諮りいたします。

副委員長の互選方法も投票により行いたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認め、副委員長の互選方法もは投票で行うことに決しまし

た。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○委員長（桝田道廣君） ただ今の出席委員は１０名です。

次に立会人を指名いたします。
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委員長において立会人に道高勉委員、大湯圓郷委員を指名いたします。

投票用紙を配付します。

（投票用紙配付）

○委員長（桝田道廣君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱の点検を行います。

（投票箱点検）

○委員長（桝田道廣君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。窓側の席、吉田委員から順次投票願います。

（投 票）

○委員長（桝田道廣君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

これから開票を行います。

道高委員、大湯委員、立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

○委員長（桝田道廣君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１０票、これは出席委員数と符合しています。

そのうち有効投票１０票、無効ゼロ票です。

有効投票のうち吉田委員１０票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票であります。したがいまして吉田委員が副委員長に当選されま

した。

会場の出入り口を開きます。

（委員会室開鎖）

○委員長（桝田道廣君） ただ今副委員長に当選されました吉田委員が会場におられますので、

当選の告知をいたします。

吉田委員、承諾の発言をお願いします。

○副委員長（吉田 実君） 微力ではありますが、桝田委員長のサポートに少しでもなればい

いと思います。

どうぞ皆さんお手柔らかにお願いします。

○委員長（桝田道廣君） 本日の本特別委員会はこれで休会とし、明日９月１５日午前１０時

から議場において再開いたしますので、ご参集願います。

以上で本日の本特別委員会を散会いたします。
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ありがとうございました。

散会 午後５時００分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。

令和２年１０月７日

臨時委員長 菅 原 義 幸

委 員 長 桝 田 道 廣

署 名 委 員 橋 本 一 夫

署 名 委 員 熊 野 主 税
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令和２年せたな町議会決算審査特別委員会 第２号

令和２年９月１５日（火曜日）

○議事日程（第２号）

１ 認定第 １号 令和元年度せたな町一般会計歳入歳出決算について

２ 認定第 ２号 令和元年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について

３ 認定第 ３号 令和元年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

４ 認定第 ４号 令和元年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算について

５ 認定第 ５号 令和元年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算について

６ 認定第 ６号 令和元年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について

７ 認定第 ７号 令和元年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算について

８ 認定第 ８号 令和元年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について

９ 認定第 ９号 令和元年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について

１０ 認定第１０号 令和元年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算について

１１ 認定第１１号 令和元年度せたな町瀬棚港旅客施設事業特別会計歳入歳出決算について

１２ 認定第１２号 令和元年度せたな町病院事業会計決算について

○出席委員（１０名）

委 員 長 桝 田 道 廣 君 副委員長 吉 田 実 君

委 員 橋 本 一 夫 君 委 員 熊 野 主 税 君

委 員 大 湯 圓 郷 君 委 員 横 山 一 康 君

委 員 道 高 勉 君 委 員 石 原 広 務 君

委 員 平 澤 等 君 委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（０名）

１．せたな町議会委員会条例第１９条の規定により、議長を通じて説明のため出席を求めた者は次

のとおりである。

町 長 高 橋 貞 光 君

教育委員会教育長 成 田 円 裕 君

農 業 委 員 会 会 長 原 田 喜 博 君

選挙管理委員会委員長 大 坪 観 誠 君

代 表 監 査 委 員 残 間 正 君

監 査 委 員 本 多 浩 君

（１）町長の委任を受けて出席する説明員
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副 町 長 佐 々 木 正 則 君

総 務 課 長 原 進 君

まちづくり推進課長 小 板 橋 司 君

財 政 課 長 佐 野 英 也 君

税 務 課 長 濱 登 幸 恵 君

町 民 児 童 課 長 濱 口 喜 秋 君

認 定 こ ど も 園 長 伊 藤 悦 子 君

保 健 福 祉 課 長 樋 口 靖 君

農 務 課 長 佐 藤 英 美 君

水 産 林 務 課 長 八 木 忠 義 君

建 設 水 道 課 長 平 田 大 輔 君

会 計 管 理 者 髙 橋 純 君

国保病院事務局長 西 村 晋 悟 君

総 務 課 長 補 佐 小 林 和 仁 君

まちづくり推進課長補佐 阪 井 世 紀 君

財 政 課 長 補 佐 河 原 泰 平 君

税 務 課 長 補 佐 奥 村 大 樹 君

町民児童課長補佐 坂 谷 洋 二 君

認定こども園副園長 國 井 美 千 代 君

保健福祉課長補佐 浜 高 正 明 君

保健福祉課長補佐 藤 谷 知 昭 君

地域包括支援センター所長 長 内 京 君

農 務 課 長 補 佐 吉 田 有 哉 君

大成水産種苗育成センター副所長 栄 田 武 志 君

建設水道課長補佐 金 澤 喜 嗣 君

国保病院事務局次長 中 川 譲 君

経 営 戦 略 室 次 長 手 塚 清 人 君

総 務 課 主 幹 中 山 康 春 君

まちづくり推進課主幹 松 原 孝 樹 君

まちづくり推進課主幹 伊 藤 哲 史 君

まちづくり推進課主幹 竹 内 亜 希 子 君

財 政 課 主 幹 井 村 裕 行 君

財 政 課 主 幹 小 林 朱 央 君

税 務 課 主 幹 伊 瀬 亮 君

町 民 児 童 課 主 幹 黒 澤 美 知 子 君

保 健 福 祉 課 主 幹 古 守 亜 珠 君
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保 健 福 祉 課 主 幹 垣 本 利 子 君

地域包括支援センター主幹 今 川 勇 吾 君

農 務 課 主 幹 斉 藤 真 君

水 産 林 務 課 主 幹 山 本 亨 君

建 設 水 道 課 主 幹 川 上 佳 隆 君

建 設 水 道 課 主 幹 桑 田 一 良 君

建 設 水 道 課 主 幹 鈴 木 涼 平 君

出 納 室 主 幹 山 川 彩 子 君

国保病院事務局主幹 三 浦 三 津 枝 君

職 員 厚 生 係 長 尾 野 裕 也 君

地 域 生 活 係 長 岡 島 譲 二 君

防 災 係 長 斉 藤 哲 章 君

情 報 管 理 係 長 又 村 智 君

商工労働観光係長 撫 養 和 伯 君

財 政 係 長 稲 船 洋 志 君

戸 籍 年 金 係 長 西 田 幸 恵 君

環 境 衛 生 係 長 原 田 宰 君

児 童 福 祉 係 長 林 亮 輔 君

障 が い 福 祉 係 長 平 田 慎 太 郎 君

包 括 支 援 係 長 大 久 保 麻 未 君

地 域 支 援 係 長 金 澤 早 苗 君

地 域 支 援 係 長 田 畑 貴 子 君

農 政 係 長 大 庭 啓 君

農業センター業務係長 北 山 典 孝 君

水 産 係 長 油 谷 好 彦 君

大成水産種苗育成センター業務係長 池 田 裕 之 君

建 築 係 長 高 橋 真 一 君

水 道 係 長 大 野 秀 幸 君

住 宅 係 長 吉 田 一 也 君

庶 務 係 長 近 藤 智 博 君

《大成総合支所》

支 所 長 杉 村 彰 君

次 長 佐 々 木 正 人 君

大成診療所事務長 古 守 幸 治 君

主 幹 藤 谷 希 君

主 幹 水 野 万 寿 夫 君
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大 成 保 育 園 長 浜 高 あ け み 君

住 民 係 長 村 井 貴 大 君

福 祉 係 長 河 野 葉 子 君

《瀬棚総合支所》

支 所 長 神 田 昌 君

養護老人ホーム三杉荘所長 横 川 忍 君

次 長 増 田 和 彦 君

養護老人ホーム三杉荘次長 平 賀 英 治 君

主 幹 谷 川 一 志 君

主 幹 栗 谷 一 樹 君

瀬 棚 保 育 所 長 沼 口 恵 子 君

福 祉 係 長 稲 船 奈 穂 子 君

産 業 係 長 藤 井 卓 也 君

（２）教育委員会教育長の委任を受けて出席する説明員

教育委員会事務局長 丹 羽 優 君

次 長 古 畑 英 規 君

大成教育事務所長 杉 村 輝 明 君

主 幹 長 内 解 人 君

主 幹 尾 野 真 也 君

学 校 給 食 係 長 山 崎 英 人 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 西 田 良 子 君

農 地 係 長 小 池 秀 樹 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君

書 記 次 長 小 林 和 仁 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君
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次 長 上 野 朋 広 君

主 事 原 田 翔 太 君
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再開 午前１０時００分

○委員長（桝田道廣君） 皆さんおはようございます。

全員が出席しており、定足数に達していますので決算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

これより、本委員会に付託された令和元年度各会計歳入歳出決算の認定第１号から認定第１

２号までの審査に入ります。

お諮りいたします。

議案配付から相当期間が経過しており、各委員におかれましては内容を十分調査されている

ものと思いますので、説明は配付済み資料、決算に係る主要な施策の成果に関する報告書によ

り、副町長、財政課長、税務課長に概要説明を求め、一般会計の審査は、歳出から配付済み資

料の報告書により２款ごとに担当課長の説明を求め、質疑を受け、２款ずつ進めることといた

します。

続いて歳入の説明は求めず、歳入全款一括で質疑を受け、終了後、歳入歳出全款一括で質疑

を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。また特別会計も歳入の説明は求めず、歳出は

配付済み資料の報告書により全款一括担当課長の説明を求め、質疑は歳入歳出全款一括で質疑

を行い、討論、採決と取り進めたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認め、そのように取り進めることに決しました。

説明員に申し上げます。説明及び答弁は、挙手を行い発言の許可を受けてから行ってください。

各委員の皆さんに申し上げます。質疑は発言許可のあと、質疑内容が明確になるよう決算書

あるいは資料のページを示してから簡略に発言するようお願いいたします。

それでは、これより付託案件の審査に入ります。

決算に係る主要な施策の成果に係る報告書により、施策の成果等について副町長、財政課長、

税務課長に概要説明を求めます。

副町長。

○副町長（佐々木正則君） 令和元年度決算に係る主要な施策の成果に関する報告書でござい

ます。１ページ目でございます。令和元年度決算に係る主要な施策の成果でございます。令和

元年度の我が国の経済は、内需を中心に緩やかに回復しているものの、消費税率の引き上げに

当たっては、経済の回復基調に影響を及ぼさないといった観点から、軽減税率制度や臨時、特

別の措置など各種の対応を実施しております。

こうした中、政府は１５カ月予算の考え方で、災害からの復旧、復興と安全安心の確保、経

済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援、安心と成長の未来を開く総合経済対

策に基づき、予備費を含めた令和元年度予算、補正予算及び令和２年度の臨時、特別の措置を

適切に組み合わせることにより、機動的かつ万全の対策を講じ、当面の需要喚起にとどまらず、

民需主導の持続的な経済成長の実現につなげていくということとしております。
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せたな町に目を向けますと、基幹産業である農業については、全道的に春先から好天に恵ま

れ、農作業も順調に進みましたが、檜山地方においては、６月下旬から７月中旬までの低温や

日照不足による天候不順の影響により、基幹作物の水稲では、作況指数で北海道が１０４、檜

山管内は９８のやや不良の作柄となり、平成３０年産と比べて、タンパク値の高い米が多く見

られる年となりました。

水産業については、主力魚種であるスルメイカが、海水温はもとより自然環境の影響からか、

好漁場が形成されることがなく、過去最低の漁獲量であり、サケの水揚げは、漁期序盤は例年

になく好漁で推移し、漁獲量は前年を大きく上回りましたが、１０月に入ってすぐの予想外に

発生した大型低気圧により、定置網が甚大な被害を受け、中盤以降のサケ定置漁が終了しまし

た。また前浜漁業ではウニ、ナマコが高価格で推移しましたが、総体的に昨年の漁獲高を大き

く下回りました。

一方、人口減少や少子高齢化など取り組まなければならない課題は多く、その課題に向き合

い持続可能な自治体経営を維持するために、産業の振興、介護、福祉の充実、交流人口の拡大、

健全な財政運営など、これまでの取り組みを更に推進してまいりました。新規事業としては、

デマンドバス運行事業、行政防災無線デジタル化整備事業、ＩＣＴ機器導入事業など。継続事

業では、本庁舎長寿命化改修事業、農業・漁業・商業チャレンジ等支援事業、町民プール新築

事業などの事業を実施してきたところであります。このように多岐にわたる施策を展開できま

したことは、ひとえに町民の皆様をはじめ、議員各位の温かいご理解、ご支援の賜物であり、

深く感謝を申し上げます。

町の依存財源である普通交付税につきましては、令和３年度から一本算定に移行することと

なりますが、これに伴う交付額の大幅な減額や、急速な人口減少による更なる減額を見据え、

引き続き職員一丸となって持続可能な行財政改革に取り組んでまいります。

令和元年度の予算執行に当たっては、議決をいただきました趣旨に背くことなく、適正に執

行してきたところであり、ここに令和元年度の各会計決算の認定を求めるにあたり、主要な施

策の成果についてご報告を申し上げるものでございます。なお各施策の内容につきましては、

２ページから１１ページに記載をしておりますが、朗読は省略をさせていただきたいと思いま

す。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） １２ページでございます。令和元年度決算の健全化判断比率及び

公営企業会計に係る資金不足比率の内容につきましては、昨日の第３回定例会におきまして報

告第１号、第２号で説明しておりますので、説明を省略いたしますのでご了承をいただきたい

と思います。

次に３、令和元年度決算に係るせたな町の財政指標等でございますが、財政力指数は、財政

の体力、ゆとりを見るための指標で、基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値の３カ年

平均であります。数値１を超える場合は、普通交付税の不交付団体となり１に近いほど財政に
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ゆとりがあることになります。令和元年度０．１５で、前年度より０．０１ポイント上昇して

いますが、一般財源の多くを地方交付税に依存している状況でありますので財政力が乏しい団

体と言えます。経常収支比率は、財政の弾力性を見るための指標で、人件費、扶助費、公債費

などのように、毎年経常的に支出される経費に充てられた一般財源が、町税、普通交付税など

毎年経常的に収入される一般財源に占める割合で表します。この割合が低いほど財政にゆとり

があり柔軟な対応が取れることになります。この比率が７０％から８０％が望ましい数値とさ

れています。令和元年度８７．５％で、前年度８６．４％より１．１ポイント上昇しており、

昨年に引き続き適正とされる数値を超えているところであります。この主な要因は、経常一般

財源である普通交付税の減額によるものであります。次に公債費負担比率は、１５％を超える

と警戒ライン、２０％を超えると危険ラインとされている指標でございます。この指標は一般

財源総額に対し、公債費の償還がどの程度の割合になっているかを示したもので、数値が低け

れば低いほど財政運営に弾力性があり、町が独自に使えるお金があることを示すものでござい

ます。令和元年度は１６．７％と前年度より１．８ポイント改善されておりますが、警戒ライ

ンの１５％を超えているところでございます。この主な要因としましては、公債費の償還額の

減少によるものであります。引き続き、健全な財政運営に心がけていかなければならないもの

と考えております。税徴収率につきましては、現年度分の徴収率が９０％未満になりますと一

部の起債が制限されます。令和元年度は９８．９％と前年度より０．２ポイント下がっており

ます。

次に１３ページでございます。第１表、令和元年度各会計別歳入歳出決算額総括表でござい

ます。特別会計と病院事業会計につきましては、後ほど会計ごとに説明をいたしますので一般

会計についてご説明いたします。

令和元年度一般会計の収支差引額は２億２，６５２万円の歳計剰余金でございます。この剰

余金につきましては、備考欄に記載のとおり保育対策総合支援事業に係る繰越明許費の２７万

２，０００円の一般財源を翌年度に繰り越しをいたしまして、残りの２億２，６２４万８，０

００円、この内、剰余金の２分の１以上の額１億２，６２４万８，０００円を、基金条例第４

条第２項の規定に基づき財政調整基金に積み立てし、残りました１億円を令和元年度に繰り越

しをいたしました。

次に１４ページでございます。第２表、令和元年度一般会計款別決算額構成比調べでござい

ます。歳入歳出の主なものについてご説明いたします。はじめに歳入ですが、１款町税でござ

いますが、構成比は７．１％で前年度より０．２％高くなっております。

９款地方交付税でございますが、構成比は５３．６％で歳入の５割以上を占めております。

前年度よりも０．９ポイント高くなっておりますが、決算額では１億７，２０６万５，０００

円の減となっております。この主な要因としましては、普通交付税の合併算定替による縮減率

による減額１億４，７３３万７，０００円、特別交付税４，８８５万８，０００円の減額が大

きく影響したところであります。

１７款繰入金でございます。構成比は１０％で前年度より５．４ポイント高くなっておりま
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す。決算額では４億７，７４６万６，０００円の増となっております。この主な要因としまし

ては、病院事業会計への繰出金、産業振興基金、生活交通確保対策基金、公共施設整備基金の

積立金として財政調整基金から繰り入れしたものによるものでございます。

２０款町債でございます。防災行政無線デジタル化整備事業、本庁舎長寿命化改修事業、町

民プール新築事業などの起債８億２，４１０万円となり、前年度に比べますと４億４，８９０

万円少ない額となっております。

続いて歳出ですが、２款総務費の構成比は１４．１％で、前年度より３．５ポイント高くな

っており、決算額では２億６，４７３万４，０００円の増となっております。この主な要因と

しましては、産業振興基金積立金、生活交通確保対策基金積立金、公共施設整備基金積立金の

増によるものでございます。

３款民生費の構成比は１８．５％で、前年度より５ポイント減少しておりますが、主な要因

としましては、瀬棚養護老人ホーム三杉荘改築事業によるものでございます。

９款消防費の構成比は７．５％で、前年度より２．８ポイント高くなっております。主な要

因は、防災行政無線デジタル化整備事業によるものでございます。

１１款公債費ですが、起債に対する元利償還金でございます。構成比は１３．７％で、償還

額は１２億３，７６１万５，０００円となり、このうち償還利子は５，９２２万円となります。

１２款職員給与費は、構成比１３．１％でございます。経常的な経費であります１１款公債

費と１２款職員給与費を合わせますと、構成比で２６．８％を占めているところであります。

以上でございます。

○委員長（桝田道廣君） 濱登税務課長。

○税務課長（濱登幸恵君） 続きまして１５ページの令和元年度徴税収納状況についてでござ

います。表の令和元年度の徴収率で説明させていただきます。まず町民税でございますが、こ

れは個人分と法人分を合わせたもので、現年度分は９８．９％、滞納繰越分１４．３％、合計

９５％でございます。

次に、固定資産税は、現年度分が９８．８％、滞納繰越分が８．７％、合計９３．４％でご

ざいます。軽自動車税は、現年度分９８．９％、滞納繰越分１３．５％、合計９６．８％でご

ざいます。町たばこ税と入湯税につきましては、現年度分１００％でございます。

次に、国民健康保険税でございますが、現年度分が９７．３％、滞納繰越分が１７．１％、

合計８２．３％でございました。税の合計では、現年度分９８．５％、滞納繰越分１５％でご

ざいまして、合計では９１．１％、前年度と比較して０．５％の上昇という状況でございます。

続きまして１６ページでございます。令和元年度町税及び国民健康保険税の不納欠損の状況

について説明いたします。第３表の２でございます。１の執行停止によるもの、これは地方税

法第１５条の７第４項関係でございまして、執行停止が３年間継続し納税義務が消滅したもの

でございます。個人町民税が３件、固定資産税が１５件、国民健康保険税が２５件、合計で４

３件、２０２万６，１４７円でございます。この執行停止による理由でございますが、生活保

護により執行停止した８名分でございます。
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次の２の執行停止即時消滅につきましては、該当するものはございませんでした。

次に、３の消滅時効によるもの、地方税法第１８条関係でございまして、これは５年の時効

により納税義務が消滅したもの、また執行停止後３年を経過する前に時効を優先したものでご

ざいます。個人町民税が３件、固定資産税が３２件、軽自動車税が３件、国民健康保険税が１

５件、合計で５３件、１３７万３２６円でございます。この消滅時効による理由でございます

が、生活保護世帯で執行停止中に時効となったものや、居所不明などにより交渉ができない状

況が続き時効になったものなど３４名分でございます。不納欠損につきましては、徹底した財

産調査や時効管理を適正に行い、法令に基づき滞納処分を実施しているところであります。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） １８ページでございます。第４表、令和元年度末地方債現在高調

べでございます。この表は一般会計における町債の種別ごとの現在高を示したものでございま

す。合計額でご説明いたします。平成３０年度末現在高、Ａ欄ですが９２億６，４３９万５，

０００円、令和元年度中に借り入れた額、起債額Ｂ欄になりますが、これが８億２，４１０万

円、令和元年度中に返済した額、償還額Ｃ欄になります。これが１１億７，８３９万４，００

０円となり、これを差し引きしますと令和元年度末の現在高は８９億１，０１０万１，０００

円となります。前年度に比べ３億５，４２９万４，０００円減少しております。減少した要因

は、元金償還金より起債借入額が下回ったことによるものでございます。

１９ページでございます。第５表、令和元年度各会計起債償還に係る交付税算入でございま

す。起債償還額に対して交付税がどのくらい算入されているかを表したものでございます。一

般会計から公営企業病院会計までの元金、利子を合わせた全会計の償還額は総計で１５億９，

３１８万６，０００円、これに対する交付税算入額は１１億５，８７５万９，０００円、算入

率は７２．７％であります。

続いて下段の第６表は、先ほどの第４表での一般会計分に係る地方債借入先別・利率別現在

高の状況でございます。令和元年度発行額Ｂ欄いわゆる借入額は、借入先別に１の財政融資資

金が９，６２０万円、５のその他の金融機関いわゆる民間の金融機関が７億２，７９０万円、

合計で８億２，４１０万円を借り入れしております。令和元年度償還元金Ｃ欄は、合計１１億

７，８３９万４，０００円となっております。差引現在額Ｄ欄は８９億１，０１０万１，００

０円となります。償還利率につきましては、右側の利率別内訳を見ていただければおわかりと

なりますが、利率の最も高いものが６．５％以下となっております。また３％以下の利率のも

のが合計で８８億８，９５８万３，０００円と大半を占めております。

続いて２０ページでございます。第７表、年度末起債残高・元利償還金・借入額の推移でご

ざいます。一般会計分になります。折れ線グラフが起債残高になります。減少傾向となってお

りますが、令和元年度末の残高は８９億１，０１０万１，０００円となっております。平成２

６年度に比べ元年度末では８億８３７万２，０００円の減少でございます。また償還額につき

ましても、起債残高の減少に伴いまして元利合計で、平成２６年度末の１６億９，９４０万７，

０００円から令和元年度では１２億３，７６１万５，０００円に減少しております。
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次に、年度別の借入額でございますが、黒い棒グラフになります。平成２９年度が１６億７，

５８０万円、この大きな伸びにつきましては、平成２８年度の認定こども園新築事業が２９年

度に繰り越しされたためです。平成３０年度は１２億７，３００万円、これは瀬棚養護老人ホ

ーム三杉荘改築事業、本庁舎長寿命化改修工事、町民プール新築事業などによるものでござい

ます。令和元年度は、防災行政無線デジタル化整備事業、本庁舎長寿命化改修事業など８億２，

４１０万円となっております。

次に２１ページでございます。第８表、各種基金運用状況でございます。基金の総合計欄で

説明いたします。平成３０年度末の基金残高は６２億４，９３１万３，０００円で、令和元年

度末の基金残高は５８億９，８１１万７，０００円でありまして、２億６，１９１万８，００

０円減少しております。なお令和２年度末の基金現在高見込みは５３億９，５２９万円となっ

ております。

次に２２ページでございます。第９票、債務負担行為の状況でございます。これも地方債と

同様に、後年度に財政負担が生じるものでございます。予算書に調書として明記しているとこ

ろでありますが、債務負担行為限度額では物件費の購入等に係るもの、その１の（３）、その

他の物件費の購入に係るもの８３５万２，０００円につきましては、印刷機及び公用車購入に

係るものでございます。３その他（１）利子補給等にかかわるもの１億４，８２７万４，００

０円については、農業基盤整備や中小企業経営安定資金融資利子補給などでございます。（２）

その他３７万６，０００円は産業担い手育成事業補助金であります。合計欄、債務負担行為の

限度額１億５，７００万２，０００円は、昨年度に比べ４２４万７，０００円減少しておりま

す。令和元年度において支出された額は８８４万２，０００円となっております。その財源内

訳ですが、国庫支出金が４９万４，０００円、その他財源９万４，０００円、一般財源が８２

５万４，０００円でございます。右側の部分は、令和２年度から令和７年度までの支出予定額

で、上段が年度別の償還額、下段がその償還額に占める一般財源の額を表しております。合計

欄を見ていただければおわかりのとおりかと思いますが、令和２年度では４９３万１，０００

円の支出予定額が、令和７年度では２０万５，０００円と年々減少する見込みとなってござい

ます。

以上でございます。

よろしくお願い申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 概要説明を終わります。

整理番号第１、認定第１号令和元年度せたな町一般会計歳入歳出決算を議題といたします。

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書２３ページです。

総務費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） 決算に係る主要な施策の成果に関する報告書の２３ページでござ

います。決算書については４８ページからとなってございます。２款総務費、事業名、本庁舎

長寿命化改修事業、決算額１億３，５７４万円、財源内訳でございます。国道支出金６８０万
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円、地方債１億２，８９０万円、一般財源４万円でございます。主な事業実績でございます。

町民ホール天井の耐震化、トイレ改修等、照明のＬＥＤ化、ファンコイルユニットの更新、空

調設備の改修となってございます。事業の効果でございます。本庁舎長寿命化計画に基づき長

期的な維持管理を図ることができたものでございます。

次に、電算システム機器更改業務、決算額２，７２１万６，０００円、全額一般財源でござ

います。事業実績でございます。システム用のパソコン４３台の更新、バックアップ用サーバ

の整備、クラウド環境への移行ということでございます。事業の効果といたしましては、平成

２３年度に更改した電算システム機器を更改いたしました。経年劣化したパソコンの機器を更

新、クラウド化することにより安定したシステム運用を図ることができたものでございます。

次に、瀬棚総合支所スロープ等改修事業、決算額２３８万７，０００円、全額一般財源でご

ざいます。事業実績といたしましては、この事業については２度に分けて実施しております。

正面玄関車道スロープ改修につきましては、床タイル等の張り替えということで合計で５０．

６平米を実施しております。あと職員玄関前、階段の鼻タイルの張り替え２０．９メーター、

効果といたしましては、来庁者の安全確保に努め適正な維持管理を図ることができたものでご

ざいます。

○委員長（桝田道廣君） 小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） 続きまして広報せたな発行事業、決算額１５７万５，

０００円、財源内訳は広告料の１３万３，０００円、残り一般財源１４４万２，０００円です。

毎月１回の町広報紙の発行により町の政策や話題情報を定期的に提供することにより、町政へ

の関心を高めることができたものでございます。

○委員長（桝田道廣君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして町有施設解体工事、決算額が６，３０６万７，０

００円、財源内訳につきましては、地方債が６，３００万円、一般財源６万７，０００円とな

っております。町内の老朽化した７施設の解体行いまして、周辺環境の悪化防止が図られたも

のであります。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 大成総合支所ブラインド取替工事、決算額９８万３，０００円、

全額その他財源でございます。事業実績といたしましては、大成総合支所事務所内の２２カ所、

ブラインドを取り替えてございます。内容につきましては記載のとおりでございます。事業の

効果といたしましては、大成総合支所長寿命化計画に基づき長期的な維持管理を図ることがで

きました。

次に、公共施設等防犯カメラ設置工事でございます。決算額１１２万３，０００円、全額そ

の他財源でございます。事業実績でございます。情報センター、せたな町民体育館、認定こど

も園に防犯カメラを各１台設置、合計で３台設置いたしました。事業の効果でございます。公

共施設敷地内に防犯カメラを設置し、犯罪に対する抑止力の向上及び安全で安心なまちづくり

の推進が図られたものでございます。
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次に２４ページでございます。地域活動等推進事業費補助金、決算額５３万３，０００円、

全額一般財源でございます。主な事業実績でございます。各町内会等が行うコミュニティ活動

の推進に寄与する事業に対して補助金を交付したものでございます。団体数については２３団

体。事業効果でございます。町内の町内会等が自主的に行うまちづくり活動に関する事業に対

し、補助金を交付したことにより、町内会イベントによる結束力の向上及び町内会活動の活性

化が図られ地域力向上の一助となったものでございます。

○委員長（桝田道廣君） 小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） 続きましてせたな・今金２町連携移住体験事業です。

決算額２４４万５，０００円、財源内訳としまして１５３万円が国道支出金、その他財源、今

金町からの負担金３８万４，０００円、残り一般財源５３万１，０００円です。２町連携ＰＲ

事業として２町連携移住体験ツアーを実施しまして、２町の特色や特産品等のＰＲをすること

ができたほか、合わせて移住体験ツアーで参加した１組の移住へと繋げることができたもので

ございます。

地域連携事業補助金、決算額７８万６，０００円、全額一般財源です。北檜山区の２事業に

より自治会活動の自主性と活発化の促進が図られ、参加者個々の学習機会に繋がったものでご

ざいます。

次に、空家等除却補助金、決算額５５０万円で２７５万円が国道支出金、一般財源２７５万

円です。１１件の空家等除却により適正な管理がされていない危険な空き家を整理でき、環境

整備が図られたものでございます。

次に、地方創生推進交付金事業費、決算額１億５３４万９，０００円、国道支出金が１，７

９８万５，０００円、その他財源としまして、産業振興基金などの４，６０６万４，０００円、

一般財源が４，１３０万円です。民間との連携による農業再生戦略事業により担い手の確保が

図られました。また檜山管内７町と東京都特別区との連携事業により、交流人口拡大、移住定

住の促進が図られたものでございます。バリアフリーレジャーと地域づくり総合連携事業によ

りバリアフリービーチの運営及び人材育成や体制整備が図られたものでございます。

次に、北渡島檜山４町地域連携推進協議会負担金、決算額６８万８，０００円で全額一般財

源です。食と観光フェアやビジネス交流会を開催し、生産者と事業者の交流を図ることができ

たほか、舞台芸術鑑賞事業などを通し文化スポーツの交流を図ることができ、４町の連携強化

や更なるネットワークの構築に繋がったものでございます。

次に、地域公共交通活性化協議会負担金、決算額５６１万７，０００円で全額一般財源です。

太櫓線及び瀬棚須築線をデマンドバス運行へ移行することができたほか、檜山海岸線の実証運

行調査を行い協議を進めることができたものでございます。

次に、生活交通路線維持費補助金、通学定期運賃補助金、地域間幹線系統維持費補助金でご

ざいます。決算額３，３９１万６，０００円、全額その他財源、生活交通確保対策基金でござ

います。４路線への補助により路線バスの運行を確保することができたほか、檜山北高等学校

へのバス通学者定期運賃を補助し、家計の負担軽減が図られたものでございます。
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次に、デマンドバス運行事業費補助金、決算額１，１９３万９，０００円、全額一般財源で

す。北檜山太櫓線、瀬棚須築線のデマンド化により路線の効率的な再編ができたほか、持続可

能な公共交通体系の見直しを図ることができたものでございます。

次に、結婚定住奨励金、決算額１００万円で全額一般財源です。未婚者の婚姻奨励し、定住

を促進することができたものでございます。

次に、ふるさとウエディング奨励金、決算額４０万円で全額一般財源です。未婚者の婚姻奨

励や定住を促進することができたものでございます。

次に、移住定住促進住宅奨励金、決算額１，０４０万円で全額一般財源です。住宅建設、住

宅購入を奨励し地域経済の活性化、安定化が図られたものでございます。

○委員長（桝田道廣君） 濱登税務課長。

○税務課長（濱登幸恵君） 次に渡島檜山地方税滞納整理機構負担金でございます。決算額は

８６万６，０００円で全額道支出金でございます。徴収困難な事案や納税意識が希薄な滞納者

を引き継ぎまして、効果的な滞納整理や納税意識の向上が図られたものでございます。引継ぎ

案件は１５件で、引継ぎ税額は８９４万４，６４２円、徴収実績額２９６万２，６３４円でご

ざいました。

以上で総務費に関する説明となります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。

決算書では４７ページから６９ページまでです。

１款議会費、２款総務費の質疑を許します。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 私の勉強のために一つ聞かせいただきたいと思います。まず決算書の

４８ページの総務費の報償費、ふるさと応援寄附金返礼品の関係です。これについては、ふる

さと応援寄附金ということで町外の方々から大変貴重な我が町の財源ということでご寄附いた

だいてるわけです。そのお礼として返礼品を送っているということですけども、今回の返礼品

で随分不用額が上がりました。実態的にこの状況っていうのはどういうふうになってるのか、

説明していただきたいと思います。我が町における返礼品はどういう品物なのか。それからど

ういった方々、確か３，０００円以上ですか、５，０００円以上ですか、その辺もあるんです

けれども実態と、そして今回不用額が随分出たということでそれについての捉え方についてお

伺いたいしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） ふるさと納税の関係でございますが、まず令和元年の決算で寄附

額が１億８，６９７万円でございます。それとそれに係る諸経費といたしまして、これは返礼

品代金、配送料、証明書等の発行に係る手数料が８，７８１万６，８９８円でございます。残

りの寄附受けた額から諸経費を引いて、残りの９，２９７万５，０００円が７つの基金に積み

立てを行っております。それでご質問の返礼品の代金の合計でございますが４，３８８万４，
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５００円、不用額のご指摘あったように、当初の予算については２億の収入を見込んでおりま

した。２億について１億８，６９７万円ですので、その分の返礼品ということでございます。

あと制度といたしましては、総務省からいろいろふるさと納税、委員もご承知のとおり各ご指

摘がございます。この中で今、返礼品の金額、最低の金額といたしましては２，０００円とい

うのは、寄附１万円に対して品物については３０％まで品物代金認められております。その中

で、そのほかにもひとつの縛りが総体的な諸経費を含めて５０％以内しなさいということです

から、それから計算いたしますと１万円以上１万３，０００未満ですと返礼品が２，０００円

となってございます。うちが今１番多いのがこの１万３，０００から１万７，０００未満の返

礼品の３，０００円、元々の制度でしたら１万円で３，０００円の品物を返せたんですが、総

務省からの通達の関係で品物の制限については３０％、総体経費については５０％以内という

ことになりましたので、このような状況になりました。それで不用額なんですが、結局２億に

対して１億８，６９７万円ですから、予定してた部分より入らなかったですので、見込んだ差

し引いた残りの額としては、制度改正により前までは実際残るのが３０何％ぐらいだったんで

すが半分近く、うちでいきますと４６．７％が大体経費ですから、５３％ぐらい手元に残るよ

うになりましたので、言葉悪いですけど実入りとしては増えてるような状況でございます。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） できれば今言ったように私もそういった大変このふるさと納税につい

ては、意外と新聞紙上でも、それで今回の総理大臣になった菅総理大臣もふるさと納税の立役

者だということで、大変これ全国的にまたブームが沸き上がるのかということで、やはり我が

町についてもふるさと納税が町外の出身者だとか、そういう繋がりのある方だとか、そういう

人方に応援してもらうという姿勢というのは、これからも大事だと思うんです。ですからその

辺の返礼品についても、今言ったようなきちんとした我が町に誇れるような物をお返しという

ことで、そういう姿勢というものが必要でないかというふうに思います。今言ったように具体

的な資料があるならば、あとで提出していただければと思います。今後、さらなるふるさと納

税に全国の皆さん方にお願いする意味で、何かそういうことでの新年度に向けた考え方がある

のかどうか。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 先ほどの道高委員からのご質問に答弁漏れでございました。返礼

品の取扱事業者１１業者で３０６品目扱ってございます。これは令和元年度末でございます。

それで今後のふるさと納税に対する町の考え方といたしましては、品物の扱いをしていただい

ている事業者１１業者さんは、いろいろな角度からせたな町の良い品物を作っていただくよう

共に考えてはいるということで３０６品目まで増えましたけども、なかなか最近の新規参入の

業者さんがいないので、その辺も含めていろいろ今後募集等はしてるんですが、より一層そう

いうものに努めて、やはり魅力あるお返し、返礼品ということを、今取り扱いされている主力

の１１業者さんと共に考えていきたいというふうに考えてございます。



- 15 -

○委員長（桝田道廣君） 委員長のほうからも先ほど道高委員から資料請求がありましたが、

資料請求をお願いしたいと思います。課長よろしいでしょうか。

○総務課長（原 進君） 資料については後ほど提出させていただきます。

○委員長（桝田道廣君） それでは後ほど資料を提出していただくということで道高委員よろ

しいでしょうか。

ほかございませんでしょうか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 主要な施策の成果に関する報告書の２３ページ、１番下の公共施設等

防犯カメラ設置工事、これは設置する時にも質問をさせていただいたんですが、警察等と協議

の上、情報センター、町民体育館、認定こども園に防犯カメラの設置、これ設置の時に原課長

から警察に提供できるような事案もあったかのように説明があったんですが、この設置によっ

て、何かそのような事案が、あったんであれば報告いただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 令和元年度におきましては、３件警察からの捜査依頼がございま

した。その中で要項に則って警察に資料提供させていただきました。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 関連になりますし、所管が違うことになるかもしれませんが、総務課

長、総務ということで、要望も含めて言わせていただきたいんですけど、最近特にテレビのほ

うで、かなりの割合で災害も含めてこの防犯カメラが活躍してると、活躍という言葉が適当か

わかりませんが、子供たちが小学校中学校に通ってる通学路、見かけるところによると北檜山

市街地は家が建っているんですけど途切れる場所があるんです。広い話になるかもしれません

けど、例えば商店関係も全額が町からの補助にはならないにしても、幾らか負担してもいい、

そういう安全という観点から協力したいということがあるんであれば、まだまだこういう防犯

カメラ、今後も設置の台数を増やしていただきたいと思いますけど、まだ別な機会で質問させ

ていただきますけど、そのような考えで検討いただければと思いますがいかがですか。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） この防犯カメラの設置については、令和２年度の話でいきますと

３台新たに設置させていただいております。今石原委員おっしゃったような民間の方からの部

分については、防犯協会等の会議でやはりそういうような話が出てて、町でやっぱり補助金等

も考えるべきではないかということで、要望があればそういうふうな形で私たちも整えていき

たいというふうに考えてます。あともう一つは今、委員から出た通学路ですとか、道路、公共

の例えば町道に防犯カメラ設置という形というのは、ちょっと今、例えば札幌市の例なんです

けども、札幌市の町内会が市道に防犯カメラを設置しようとした段階で、個人情報のプライバ

シーの問題で撤去した経緯がございます。そういう中で、町としても今委員おっしゃったよう

なことは重々考えながらやってるんですが、まずその防犯カメラが今町内で６台ですから、そ
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の設置台数が増えることによって、防犯カメラの考え方なんですけども、どうしてもその施設

をメインに自分の管理する例えば町の施設がメインに映って、背後に道路が映るような設置の

仕方になってございます。そういうような部分で町民の理解が得られる部分で熟成されたら、

公道に設置というのも可能ではないかと考えておりますが、今はいろいろな協議会等で話する

中で、その道路については、ちょっとまだあれじゃないかという話でございます。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 確かにそうなんです。前回設置する時にも同じような形で原課長から

答弁がありました。ただこの安全で安心のまちづくりという観点から防犯協会等から要望があ

ればということですが、町の姿勢を示して、逆にこちらからそういう協力を仰ぐと言った姿勢

も大事かと思いますので、その辺も合わせてご検討いただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） その部分については、当然カメラの性能等もございますので、標

準的なカメラにおいて、やはり今委員おっしゃったような要望がたくさんあった時には対応で

きるべく検討していきたいと思っております。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） ２４ページ、地域活動等推進事業費補助金に関連して質問させていた

だきます。各町内会等が行うコミュニティ活動に寄与する事業に対して補助金を交付、２３団

体と先ほど報告を受けましたが、これに対して要望が何件あって、残念ながら該当にならなか

ったという案件があったのであればお知らせいただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 岡嶋地域生活係長。

○地域生活係長（岡島譲二君） そういう案件はございませんでした。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） であれば要望が２３団体、全てに対してこの交付ができたというふう

に理解してよろしいわけですね。

○委員長（桝田道廣君） 岡嶋地域生活係長。

○地域生活係長（岡島譲二君） ２３団体申請どおり支援をしてございます。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 申請するに当たって何らかの相談があって、該当しないということで、

申請自体も諦めたという事案も無いということで理解してよろしいですか。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） そのようなことはありません。逆に声さえかけていただいたら書

類の不備については、町のほうで懇切丁寧に指導しておりますので、そういう事案はなかった

と思っております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。
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道高委員。

○委員（道高 勉君） こちらの決算書の文書広報費５２ページです。それで８節の報償費で、

まちづくりモニター謝礼２５０万と載ってますね。これ成果報告書の中にまちづくりモニター

に関する成果が載ってない。私は去年もこれについて質問をさせてもらったんですけども、要

するに生かされるのかと。そしてこの成果についてきちんと公表、どういった意見が出たのか

ということでそういう話もさせてもらいました。広報に載せるとか、その際の話もちょっとあ

りましたけれども、その辺の２５０万のこれだけのモニターの事業費を使って、どういうよう

な事業効果が上がっているのかということも含めて説明していただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 竹内主幹。

○まちづくり推進課主幹（竹内亜希子君） 今の謝礼の２，５００円の話でよろしいでしょう

か。まちづくりモニターに関しては、昨年度アンケートを１回、モニター員５人ということで

２，５００円支出しております。それで今年度の話で大変恐縮なんですが、一応今年の８月に

モニターにアンケートを取りました。今回、今月発行の広報せたなで、どのようなアンケート

を行って、どのような結果だったっていうのを掲載しておりますのでご覧いただければと思い

ます。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 大変失礼いたしました。随分多いなと思ってびっくりしたんですけど

も、わかりました。そのようなせっかくモニターというのを作って、一般の町民の方々の自由

な意見を聞くということでございますので、これをうんと活用していただければと思うんです

けども、それにしても５人は少ないですね。これどういう事なのか、その辺やはりやり方を再

検討する必要もあるのではないでしょうか。その辺も含めてもう１回お願いします。

それから広報発行ですけれども、これについても昨年の決算でも話したんですけども、要す

るに紙面作り、町民の皆さん方の関心ある、そしてまた楽しみのある、そして町政のこともし

っかり伝わるような紙面作りについてどうなのかという話をして、例えば正月でもそういう時

には白黒ではなくて、カラーのそういう正月気分を味合わせるということも、ひとつどうです

かということでの話した経過があるんですが、それについてもいつ出るかと思いましたら白黒

でずっと終わってきてると。それについての考え方っていうのはどう変わったのか、その辺含

めてお願いしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 竹内主幹。

○まちづくり推進課主幹（竹内亜希子君） まちづくりモニターの募集に関しましては広報せ

たな、町内回覧等々での募集や、と個人的にも知り合いにやっていただけませんかっていうよ

うな声がけをさせていただいているのですが、今年度もただいまのところ５人ということにな

っております。

広報せたなのカラー等々のお話なんですけども、今年度ちょっと紙面上の問題でページ数等

少なくなっておりますので、できれば新年号とか、そういうあたりでカラーにしていきたいな



- 18 -

と、予算の範囲内でできる限りやっていきたいなと思っております。町のホームページのほう

に載っている広報紙のほうは、カラーにさせていただいています。そちらのほうもご覧いただ

ければと思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 竹内主幹、今回初めてで頑張っていただきたいと思いますけれども、

そういうパソコンを見ればいいだろうという、そういう話っていうのはやっぱりしないほうが

いいと思います。やっぱり広報誌ですからそっちのほうの対応というのは、高齢者からいろい

ろな町民が見るわけですから、その辺をきちんと見る方の立場に立った時にという紙面作りと

ういうのは、そういうことだと思うんです。ですから何とか予算の範囲内ということでありま

すから、範囲内でひとつ頑張っていただきたいということと、それからやはりモニター制度の

仕組みというのは、それだけの町民の方々に協力いただけないような中身になっているんだっ

たらこれはもう１回検証するべきだと。その仕方を職員の皆さん方で、どうしたら皆さん方に

良い意見をもらえるような、そういうモニターが協力していただけるような仕組み作りができ

るだろうかということを、もう１回次年度に向けて検討しながら実施していただければに思い

ます。

○委員長（桝田道廣君） 竹内主幹。

○まちづくり推進課主幹（竹内亜希子君） 検討していきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） ここで１時間経過しておりますので、議場の時計で２０分まで休憩

をしたいと思います。

休憩 午前１１時０２分

再開 午前１１時１８分

○委員長（桝田道廣君） それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質疑を許します。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 報告書の２４ページお願いいたします。せたな・今金２町連携移住体

験事業、予算額３６４万７，０００円でございます。事業について先ほどまちづくり推進課長

から説明あったわけでございますが、この事業については国庫支出金が大きなウェイトを占め

てるっていう意味で、今金と連携する中でそれぞれの町の負担が少なく、またこの効果という

のも非常に特産品のＰＲや移住体験ツアーということで、１組の移住に繋げることができたと

いう非常に意義のあるものだと。その点で非常にいい事業だと思ったんですが、今回の予算の

執行率ですけども６７％となってございます。せっかくいい事業だったので、もう少し活用し

て事業していただきたかったんですが、６７％に留まったということについて説明願いたいと

思います。
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○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ただいまのご質問にお答えいたします。今年度の２

町連携移住体験事業につきましては、主にこの移住体験ツアーのほうで不用額となっておりま

して、当初予定しておりました移住体験ツアー３組の枠を応募しておりましたところ、１組目

は２月に来られて、そのあと申し込みがあった２組というのが、コロナウイルスが拡大しはじ

めてまいりました２月末から３月にかけての応募者ということでございまして、それぞれ大阪

府から１組、旭川市から１組という申し込みがあったんですけども、課内協議あるいは２町で

の協議の結果、中止せざるを得ないだろうというような判断に立ちましてツアー２組を中止と

いうことで、その分の経費が使われなかったというような内容になってございます。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の説明で途中で３組予定して、結果的に１組しか来なかったってい

うことでよろしいですか。素人の考えで申し訳ないんですけども、３組中２組で６７％ってい

う費用の出し方、普通そうすれば３３％くらいになるのかと思ったんですけども、その辺の整

合牲はどうなるんですか。

○委員長（桝田道廣君） 小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） この事業は効果表の主な実績のところにあるんですけ

ども、２町連携ＰＲ事業というのがありまして、それと体験ツアーとなって、体験ツアーのほ

うで２組がお断りしたということですので、全体としては３６０万で決算額２４０万なので１

００万ちょっとというのは、移住体験ツアーの事業になります。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） そういう説明だったら結構でございます。それで今説明あった中で、

３組募集したけども２組が欠席。それで今金町と連携事業だけども、じゃあもう中止にしよう

っていうふうな考え方、やはりこういう有利な事業については、何とか実施できるように追加

募集とかそういうことは考えなかったんでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。ギリギリの時間までこ

の２町で、２組の受け入れについて協議をしたんですけども、やはり大阪あるいは旭川という

ことで、当時コロナウイルスがちょうど感染が広がっていた場所からの受け入れ、あるいはこ

ちらのほうでもちょうど２月末に町内でコロナウイルスの感染者が出たというような状況も踏

まえて、いずれにしても受け入れについては、なかなか厳しい状況があるだろうというような

判断に至った経過がございます。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。せっかくこういう国庫支出金が多く出される非常に有

意な事業ですからこういった事業については、全て予算を使えるような状態でしていただきた

いなということを申し上げたいと思います。
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委員長、次の質問に移っていいですか。

○委員長（桝田道廣君） はい。

○委員（平澤 等君） 同じく今の欄の下なんですけども、地域連携事業補助金ということで、

１４８万６，０００円の予算に対して執行率５２．９％ということで、これは先ほど石原委員

が質問したこととは、また違う項目になるんですけども、これは北檜山区で２事業で７８万５，

７９２円となってますけども、これは予算に対しての執行率が少ないっていうことの原因です

か。これは２事業しかなかったのか、それから申請がなかったのか、またこういったふうなお

金を使えますよっていうこの内容がどうなってるのか。今回の事業効果っていう点を考えると、

先ほど説明あったように自治会の自主性と活発化が促進されたということで、非常に意義ある

内容だと思うんです。そういったことについて今回のこの執行残、約半分の執行率で終わった

という原因、内容について説明願います。

○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ただいまのご質問にお答えいたします。この事業に

つきましては、昨年度もこの決算委員会の中でいろいろなご質問をいただいて、今後どうして

いくかということで問われた事業でございますけども、まずは今年度の実績につきましては、

北檜山区内２事業ということで、これは北檜山区内２事業の申し込みしかなかったというよう

な現状でございます。効果のところには、それぞれの自主性と活発化の促進が図られ参加者個々

の学習に繋がったということで、今回申請のあった２団体については、例年申請をされている

団体でございまして、こちらの方々は継続的に企画をされて実施されているというような団体

でございまして、今後も引き続き継続して実施していきたいというような要望いただいてると

ころでございます。ただこの事業の目的につきましては、昨年度の決算委員会の中でも出てお

りましたが、この事業そのものの目的等々を見直す時期に来ているということで答弁をさせて

いただいてございまして、この事業の内容については、各町内会あるいは団体の連携と統合を

目指した事業というような趣旨になってございますけども、この昨今で町内会等が徐々に縮減

されている中で、目的がだんだん沿わない状況になってきているというような状況もまた見受

けられるというようなことが考えられますので、今年度中に本腰を入れて全体的な見直しをし

なければならないというふうに担当のほうでは考えております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 予算から見て見直しかけるっていう話については、それはいいと思い

ます。今回、令和元年度の予算に対してこういうことになってるから、ただ私も予算付けたか

ら全部使ってしまえっていうそういうふうな言い方ではないんです。せっかく意義ある事業に

ついてはどんどん進めてほしいし、また内容についても金額がこれで余るのか、足りないのか、

やはり今の内容説明聞けば地域活性に伴う大事なことであれば、やはり今までの２つの団体の

方ですか。２つの事業ですね、北檜山区で例年行っている。そういうふうなことであって、さ

らにほかの町内会の方々にも利用していただきたいなっていうふうなこともＰＲですか。そう
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いう説明が町の事業でこういう有意なものがありますよ、補助出しますよってそういったのが

十分でなかったのかなっていうふうなことも思うんです。ただそれは先ほどの上段のコミュテ

ィ活動の交付金とリンクするんですけども、この分についてやはりもう少し執行率を上げるよ

うな形の努力が必要でなかったのかと思うんですけども、その点についていかがでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。本事業の周知につきま

しては広報あるいは各団体の通知ということで周知はしてまいりましたけども、委員おっしゃ

るとおり、あくまでも十分でなかったということが私の中でも今判断しましたので、それらも

含めて全体的な見直しをしていきたいと考えていきたいと思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 平澤委員と関連するんですけど、先ほどの質問と同じくなるんですが、

もしかしたら今のこの地域連携事業に対して、担当のほうから見直しをかける時期に来たとい

うようなことの答弁もありましたけど、これに関して要望があって該当にならず、断らざるを

得なかったという案件があったのであればお知らせいただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） ご質問にお答えいたします。石原委員おっしゃるよ

うな状況の途中で申し込みを断ったというような経過はございません。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 平澤委員が言ったように、先ほど私が質問した地域活動推進事業とこ

の地域連携事業どこかリンクしている部分があるんです。特に大成区は町内会を持たない部落

もあるんです。そこも巻き込んでいろいろイベント事業展開したいよねっていう声もあるんで

す。そういう使い勝手がいいような形で、ぜひ見直し等も含めて検討いただきたいと思います

が、いかがですか。

○委員長（桝田道廣君） 小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） この事業につきましては、例年その地域にあります地

域協議会でも、この事業の説明をしてまして、そちらのほうでも同じようなご意見あったんで

すけども、先ほど松原が説明したようにいろいろな声を聞きながら、見直しをしていきたいと

いうふうに説明しておりますので、そのように考えております。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

横山委員。

○委員（横山一康君） 主要施策の成果に関する報告書の２４ページ、１番下の地方創生推進

交付金事業のところで、事業実績の１番下バリアフリーレジャー事業に関してご質問いたしま

す。これ大変私いい事業だと思っています。せたな町は、どんな人にも優しい、住みよい、温

かい町だっていうふうなことをＰＲできる事業だと思ってます。今回この事業、檜山振興局と
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かとも協力してやってきたと思うんですが、地域サポーターの養成研修講座もやりながら、今

後の体制整備も図られたというふうに書いてありますが、今後、どのような形でこの事業進め

ていくのか、お伺いしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 暫時休憩します。

午前１１時３３分

午前１１時３４分

○委員長（桝田道廣君） 会議を再開します。

古守主幹。

○保健福祉課主幹（古守亜珠君） バリアフリーレジャー事業の件なんですけれども、こちら

はせたな町だけではなく檜山管内７町、そして振興局と合わせて協議会持っていまして、管内

でバリアフリーと観光も合わせて連携をとっている事業であります。過去４年間にわたってこ

の内容の事業を、もちろん町内外問わず障害者が安心してレジャーを楽しめる地域づくりのた

めに事業を行ってきたところでありますが、今後については、モニターさんから伺った施設整

備の件などを、例えば施設を大きく改修するということは難しくても、介助の方法とか、ちょ

っとした小修繕もしながら障害福祉担当者も地域の施設めぐりをして改善したり、あと研修会

に生かして心のバリアフリーって言いますか、町民やボランティアさんと一緒に研修会を継続

して実践していきたいと思っております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 非常に大切な視点だと思います。温かいまちづくりやっていかなきゃ

いけないと思いますので、ぜひここでモニターツアーでできた知見を生かして、今後も継続し

てこの事業を進めていってほしいなと思います。私も何もハード面どんどん改修しなさい、そ

ういうふうなことは今の町の財政状況から見て厳しいと思いますので、できる範囲で心のバリ

アフリーとかはお金かけなくてできますので、そういうことをしっかりやりながら温かいまち

づくりのために関係各課連携しながらやっていってほしいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 古守主幹。

○保健福祉課主幹（古守亜珠君） ご意見ありがとうございます。視覚障害者もそうですし、

車椅子のモニターさん、内部障害の方もたくさん町内を見てくれたモニターツアーを何回も実

施できたものを、元年度は町内の障害者の方にも参加いただいて、交流機会も持てましたので

町内で地域づくりをしたらいいかっていうことを、当事者の方も含めて引き続き継続して行っ

ていきたいと思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 松原主幹。

○まちづくり推進課主幹（松原孝樹君） このバリアフリー事業につきましては、２８年度に
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瀬棚区の三本杉海水浴場で障害者が使えるようにということでバリアフリービーチということ

で整備した経過がございます。当時、私が担当してたものですからその内容なんですけれども、

バリアフリービーチというのは車椅子ごと砂浜に降りていけるというスロープをまず設置した

という状況がございます。さらには障害者がそのまま車椅子に乗ってトイレあるいはシャワー

ルームを使用できるようにということで周辺を整備したりですとか、あとは砂浜を走れる車椅

子、これは特注になるんですけども６台を購入しまして、これは地方創生推進交付金の中で整

備したという経過がございまして、もう既に古守主幹からありましたとおり受け入れ体制は既

に整備できているということで、いつでも呼び込めるようにということで３年間モニターツア

ーを実施してきてまいりましたので、今後このような整備されたものを生かして検討していき

たいと考えております。

○委員長（桝田道廣君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 時系列的にこれまでの町の取り組みしっかりわかりました。ハード面

もある程度整備している、体制整備もサポーター養成講座も始めてサポーターの人たちも整っ

てきている。いよいよこれからが本番だと思いますんで、コロナウイルスのこともありますけ

ど、これが終息したときにはしっかりとこの事業前に進めていってほしいと思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） ほかございますか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） なければ１款議会費、２款総務費の質疑を終わります。

ここで説明員交替のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３９分

再開 午前１１時４２分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開いたします。

３款衛生費、４款衛生費の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 報告書の２６ページ民生費でございます。決算書については

７０ページからとなります。社会福祉協議会運営事業補助金、決算額３，３３０万７，０００

円で全額一般財源であります。人件費及び物件費についてそれぞれの補助率を基準に社会福祉

協議会の運営に対する補助を行ったものでございます。

次に、敬老会開催業務、決算額１６６万円で全額一般財源であります。町内３区５会場で開

催されました敬老会に係る委託料でございます。

次に、介護保険居宅サービス通所介護事業補助金、決算額４，２９４万９，０００円で、全

額一般財源であります。北檜山区は北檜山恵福会、大成区は大成慈恵会において実施をしてお

りますデイサービスセンターの運営に対する助成を行ったものであります。利用実績等は記載
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のとおりです。

次に、老人クラブ運営費補助金、決算額１８２万９，０００円で、道補助金が６３万３，０

００円、残りが一般財源であります。老人クラブ連合会に対する活動費助成でございます。

次に障害者地域活動支援センター業務、決算額８２９万４，０００円で全額一般財源であり

ます。センターの運営管理をＮＰＯ法人せたな共同作業所ふれんどに委託実施しているもので

あります。

次に、障害者グループホームのぞみ指定管理料、決算額２８９万２，０００円で全額一般財

源であります。施設の指定管理者を有限会社松神建設に指定し運営しているものであります。

次に、老人ホーム運営費、決算額９，００５万円で全額措置費等入所費用徴収金であります。

三杉壮の運営管理に努めたものであります。入所状況は記載のとおりでございます。

次に、生活支援ハウス運営事業、決算額２，４８１万６，０００円で、使用料が３１８万４，

０００円、残りが一般財源であります。北檜山及び瀬棚の２施設の運営管理委託に要する経費

でございます。

○委員長（桝田道廣君） 濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） それでは２７ページでございます。重度心身障害者医療費助

成事業、決算額２，８５７万９，０００円、国道支出金で１，２４０万２，０００円、その他

は、被用者保険の高額医療費の立替分として２４１万１，０００円、残りが一般財源でござい

ます。重度の障害を持つ方に対して医療費の助成を行ったもので、助成件数は７，７８７件で

ございます。

次に、ひとり親家庭等医療費助成事業で、決算額２４１万１，０００円、国道支出金９９万

７，０００円、残りが一般財源でございます。ひとり親家庭の医療費の助成を行ったもので、

助成件数は８９５件でございます。

次に、子ども医療費助成事業で決算額１，７９４万９，０００円、国道支出金で２５９万６，

０００円、残りが一般財源でございます。未就学児童から高校生までを対象として医療費助成

を行ったもので、助成件数は８，６１９件でございます。

次に、妊産婦医療費助成事業で決算額２９万円、全て一般財源でございます。子育て支援の

充実のために、妊産婦に対し医療費の一部助成を行ったもので、認定者２６名に対し助成実績

は６１件となりました。

次に、未熟児養育医療給付事業で決算額４９万８，０００円、国道支出金３９万６，０００

円、その他は、本人負担分で１万８，０００円、残りが一般財源でございます。指定養育医療

機関に入院する満１歳未満の未熟児２人に対し医療費の助成を行ったものでございます。

以上で３款民生費の説明を終わります。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） ２８ページ衛生費でございます。決算書では８５ページからとな

ります。病院事業会計繰出金、決算額５億６４７万２，０００円、全額一般財源でございます。

繰出の内訳ですが、交付税算入分、ルール分が２億３７５万８，０００円、ルール分以外で３
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億２７１万４，０００円をそれぞれ繰り出ししております。この主な内容ですが、ルール分で

は、病床割及び救急告示病院運営補助分など普通交付税算入分１億２，２７３万３，０００円、

特別交付税で不採算地区病院分６，９７０万４，０００円が主なものでございます。ルール分

以外では、不採算赤字補填分２億８，９４３万８，０００円、出資金７４５万円などでありま

す。

○委員長（桝田道廣君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 続きまして予防接種事業、決算額１，３２９万５，０００円

で、その他財源で１１８万７，０００円、残りが一般財源であります。乳幼児、高齢者に対し

予防接種法に基づく定期接種及び任意接種を実施するとともに、エキノコックス症検査を行い

公衆衛生の向上に努めたところであります。実施内容等につきましては記載のとおりでござい

ます。

次に、母子健康診査等事業、決算額５３６万５，０００円で、道補助金が２６万４，０００

円、その他財源で１万３，０００円、残りが一般財源であります。母子保健対策といたしまし

て、各種健康診査や妊産婦健診、通院交通費助成など母子支援に努めたところであります。実

施内容等につきましては記載のとおりでございます。

２９ページになります。健康づくり推進事業、決算額１，７１０万９，０００円で、道補助

金が５７万２，０００円、その他財源４８７万９，０００円、残りが一般財源であります。町

民の健康づくり、健康保持のため各種健康診査、健康教室、がん検診などの実施に努めたとこ

ろであります。実施内容等につきましては記載のとおりでございます。

○委員長（桝田道廣君） 濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） 続きまして合併処理浄化槽設置補助金で決算額３０万円すべ

て一般財源でございます。交付件数は１件でございます。

次に、資源ごみ回収奨励金で決算額９７万円すべて一般財源でございます。資源ごみ回収を

行なっている子供会や町内会など３６団体へ奨励金を交付したものでございます。

次に、公営温泉浴場管理費で決算額２，７０８万６，０００円、その他は温泉使用料等で１，

０４５万円、残りが一般財源でございます。瀬棚区の温浴施設やすらぎ館の運営費及び大成区

の貝取澗公営温泉浴場の指定管理料でございます。昨年度の利用件数は記載のとおりでござい

ます。

次に、北部桧山衛生センター組合負担金で決算額２億１，２６１万６，０００円すべて一般

財源でございます。構成町の普通負担金で２億８１万２，０００円、起債の償還金にかかる交

付税算入分であります算入費用負担金で１，１８０万４，０００円でございます。

最後に、し尿等処理事業で決算額３，２５５万１，０００円、その他は、し尿処理手数料で

２，２０２万３，０００円、残りが一般財源でございます。昨年度のし尿等収集量は３，６９

８．８２キロリットル、延べ件数は５，０８３件となりました。

以上で４款衛生費の説明を終ります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりましたが、質疑は午後からとしお昼休憩に入りたいと

思います。

午後１時まで休憩といたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

○委員長（桝田道廣君） それでは午前に引き続き会議を再開いたします。

３款民生費、４款衛生費の質疑を許します。質問ございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） ３款民生費、４款衛生費の質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時０１分

再開 午後 １時０３分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開します。

５款労働費、６款農林水産業費の説明を求めます。

小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） 報告書の３０ページです。決算書では９２ページにな

ります。労働費、渡島檜山北部通年雇用促進支援事業でございます。決算額５万９，０００円

で全額一般財源でございます。事業者向け通年雇用化促進支援セミナーなどを開催しました。

渡島檜山北部の４町の連携により効率的な事業所及び季節労働者の通年雇用に対する意識啓発

が図られたものでございます。

労働費は以上でございます。

○委員長（桝田道廣君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） 続きまして農務課所管分を説明いたします。産業担い手育成事業

奨励金農業関係分、決算額１００万でございます。産業担い手育成条例により令和元年度に就

農したＵターン者１名に対し奨励金を交付したものであります。

続きまして、産業担い手育成事業補助金、農業関係分から決算額２９万９，０００円でござ

います。産業担い手育成条例により平成２７年度に新規就農した農業者１名及び平成３０年度

にＵターン者１名に対し、農地賃貸料の補助を行い負担軽減を図ったものであります。

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金事業補助金、決算額３２８万３，０００円でご

ざいます。地球温暖化や生物多様性保全に効果の高い営農に取り組む農業者に対し、追加的コ

ストを支援するもので、８戸の農業者が有機農業、６戸が堆肥施用を行ったものでございます。

続きまして、北海道農業次世代人材投資事業交付金、決算額４５０万円でございます。平成
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２４年度から始まった国の担い手支援対策で、平成２７年度に町内に新規就農した２戸の農業

者に対し支援したものでございます。

続きまして、中山間地域等直接支払交付金、決算額５，１２０万８，０００円でございます。

要件を満たした傾斜地の面積に応じて交付金が交付され、各集落の協定に基づき農地保全活動

や、地域独自の農業生産活動などに活用されました。

続きまして、町営牧場指定管理料、決算額５００万でございます。町営牧場の運営にかかる

指定管理料で５月１６日から１０月２５日までの放牧期間に２４１頭の入牧があり、畜産農家

の労力低減等が図られました。

続きまして、北部檜山酪農ヘルパー利用組合事業費補助金でございます。決算額１２０万で

ございます。利用組合への運営助成によりヘルパー利用が促進され、酪農家のゆとりある生活

を図ったものであります。

続きまして、優良家畜導入支援事業補助金、決算額８８８万６，０００円でございます。３

０年度から３カ年事業として実施し、乳牛２８頭のほか、肉用牛等の優良家畜の導入により畜

群の更新の推進を図ったものです。

続きまして報告書の３１ページになります。基幹水利施設管理事業、団体営事業でございま

す。決算額２，６８４万９，０００円でございます。真駒内ダムの計画的な更新改修により農

業用水の安定供給の強化を図るため、ゲート開閉装置の更新などを行ったものであります。

続きまして、農地耕作条件改善事業、団体営事業でございます。決算額１，７１７万１，０

００円です。農地の耕作条件の改善を行い、農業経営の安定化を図るため、北檜山区内の圃場

について暗渠排水３．０６ヘクタール、農作業道４２０メートルを整備いたしました。

続きまして、国営造成施設管理体制整備促進事業、団体事業でございます。決算額５０３万

１，０００円でございます。後志利別川水系、太櫓川水系にある農業水利施設の維持管理体制

の強化を図るため、これら施設を管理している狩場利別土地改良区に補助したものであります。

続きまして、西兜野排水機場設備改修事業、団体事業でございます。決算額５７２万４，０

００円でございます。老朽化した高架水槽の更新を行い、施設の長寿命化等を図ったものであ

ります。

続きまして、道営負担金事業大富地区防災減災事業負担金、若松地区農地整備事業負担金、

道営事業でございます。決算額９７７万円でございます。大富地区の排水機場の排水ポンプや、

電気設備の改修を行い地域の防災減災を図り、また若松地区の幹線用水路の用排水路の改修事

業実施に向けて現地調査を行ったものです。

続きまして、農地耕作条件改善事業補助金、団体事業、土地改良区営でございます。決算額

９７万５，０００円です。下若松地区の農業用用水路改修事業に係る工事等を団体営事業ガイ

ドラインに基づき、土地改良区に対し補助することにより農家負担の軽減を図ったものです。

続きまして報告書の３２ページになります。農業センター業務運営事業、決算額８９５万６，

０００円でございます。各種試験栽培、ブロッコリーの育苗、土壌診断等を実施し、農業者へ

の情報提供や苗の供給により負担軽減、適正施肥によるコスト削減を図ったものであります。
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続きまして、ふれあいプラザ改修事業、決算額５８１万円でございます。老朽化した正面玄

関ドア等の外部建具を改修し、利用者の利便性向上を図ったものです。

以上、農務課関係の説明を終わります。

○委員長（桝田道廣君） 八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） 水産林務課所管分の説明をいたします。引き続き３２ページ

林業関係でございます。未来につなぐ森づくり推進事業（人工造林）補助金、決算額８９３万

５，０００円、伐採跡地への確実な植林に支援することで森林資源の循環利用を推進するため、

補助対象者１５名、面積３４．５６ヘクタールの造林に対し補助したものであります。

一般民有林造林事業（徐間伐）補助金、決算額２５７万３，０００円、補助対象者１８名、

面積１２８．４９ヘクタール、徐間伐事業により森林の健全な成長が促進され、森林が持つ公

益的機能の増進が図られたものであります。

森林活性化間伐材等搬出支援事業、決算額４７６万７，０００円、搬出材積２，３８３立方

メートル、適正に伐採されたことにより発生したパルプ材及び低質材の搬出運搬経費に対する

支援により森林所有者の負担軽減が図られました。

町有林循環利用造成工事、決算額６９０万８，０００円、町有林整備として面積３．１８ヘ

クタールの伐採及び植栽を施工したもので、植えて、育てて、切って、また植えるという森林

資源循環モデルを構築しました。

町有林下刈工事、決算額２８１万９，０００円、植林した幼木の健全な成長促進を図るため、

単層林１１．９ヘクタール、複層林３３ヘクタールの下刈を施工したものであります。

３３ページ漁業関係でございます。水産多面的機能発揮対策事業負担金、決算額６７万３，

０００円、瀬棚地区藻場保全活動組織ほか４組織が行う藻場造成及び漁場の耕うんなどの保全

活動事業に対し支援したものであります。

檜山ナマコ栽培漁業定着事業負担金、決算額５００万円、沿岸６町での広域にナマコ種苗１

００万粒が放流され資源造成が図られました。

日本海ニシン栽培漁業定着事業負担金、決算額１３０万円、この事業につきましても、ニシ

ン資源復興に向け沿岸６町での広域に種苗１００万粒の放流が行われたものであります。

浅海漁業増養殖事業補助金、決算額６５８万４，０００円、未利用海域のキタムラサキウニ

７５トンを、浅海の適地に移殖することにより、資源の有効利用が図られたものであります。

秋サケ資源増大対策事業、決算額１２０万円、管内関係５町が連携し稚魚飼育施設の運営助

成を行い、サケの健苗生産及び稚魚２００万尾の放流が行われたものであります。

エゾアワビブランド化推進事業、決算額８１万円、水産物のブランド化として取り組んでい

るエゾアワビの飼育種苗に支援を行ったものであります。

漁業チャレンジ等支援事業、決算額７８２万８，０００円、漁業経営の強化につながる取り

組みに支援したもので、コスト低減対策及び付加価値向上対策に補助を行い、漁業経営の強化

が図られたものであります。

アオザメ漁業被害防止対策事業、決算額６６万９，０００円、サメ類の資源調査に係る漁具
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や傭船料に対し補助したもので、サメ類の漁業被害の防止が図られたものであります。

３４ページです。檜山さけふ化飼育施設整備事業、決算額１００万円、管内関係５町が連携

し、檜山さけふ化飼育施設の浮上槽１０基の整備に対し補助したもので、地場産稚魚１００万

尾から２００尾増産する体制の整備が図られたものであります。

以上で６款農林水産業費の説明を終わります。

よろしくお願いします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。決算書では９２ページから１０７ページです。

５款労働費、６款農林水産業費の質疑を許します。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 報告書の３３ページ、日本海ニシン栽培漁業定着事業負担金のことで

お聞きします。この事業は今まで何年くらい続けているんでしょうか。それとこれからどのく

らい続くのか教えてください。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまの質問にお答えします。このニシンの事業につきまして

は平成２８年度から実施しておりまして、令和４年度まで実施する予定となっております。

○委員長（桝田道廣君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） こういう放流事業は途中で途切れると、また魚も途切れてしまうので

道や国にぜひとも長い間、本当に定着して群来が起こるようなことが毎年できるように、お願

いするようなことはできないんでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまの質問にお答えします。とりあえず令和４年度までとい

うことでございますが、今後継続するかどうかにつきましては協議会がございますので、そち

らと協議しながら進めていく形になるのかと思います。

○委員長（桝田道廣君） ほかにございませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） ３３ページ１番下段でございます。アオザメ漁業被害防止対策事業６

６万９，０００円ということで執行率１００％となってございますけども、アオザメの被害で

すか、こういった被害を予防するための資源調査という名目で行われてますけども、これはど

のような内容で、そしてまた実際にアオザメを捕獲したっていう実績があればその内容も教え

ていただきたいです。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまの質問にお答えします。残念ながらアオザメの捕獲はご

ざいませんでした。この事業につきましては、特別採捕の許可を受けて７月頃から実施する予

定でおりました。しかしそのアオザメにつきましては、ワシントン条約の関係で絶滅のおそれ

があるということで、それで檜山振興局と事業の進め方を協議しまして、駆除目的の捕獲はな

じまないということで、今回資源調査を目的に捕獲することが望ましいということで、この事
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業を実施したところでございます。アオザメは捕獲されませんでしたが、アブラツノザメ１３

９尾の捕獲がございました。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 細かなことまでいいんですけども、せっかくタイトルでいけば漁業被

害防止のためっていうことで執行率きちんとこなしていると言えば、やはりこの事業に対する

成果というんですか、それで今絶滅危惧種に指定されたから捕獲はしないというものの、その

個体の密度とかそういうのは実際この漁具とか傭船料とかで交付されてるので、そういったも

のに対してどのような成果があったのかっていうことをお聞きしたんですけども。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。実際の効果っていうのは、本

来早い段階で調査できればよかったんですけども、先ほど言いましたアオザメの関係がござい

まして、駆除目的でなく資源調査ということで既存のはえ縄漁業っていうのが９月からの許可

になってございますから、９月以降１０月に３回実施したところで、なかなか海上条件の関係

もございますから調査としては３回ほどしか実施できなかったっていうのが現状でございます。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） そういった事情よくわかりました。やはりこういう漁業被害は先ほど

言ったアオザメ以外の対策で、アブラツノザメとか言いましたが、私は魚の種類よくわからな

いんですけども、そういった今回の場合にはそういう漁業被害の防止のために、この費用を使

ったというような解釈でよろしいんですか。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） そのとおりでございます。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今の質問に関連してなんですけど、当初はアオザメを捕っていただき

たいと浜の要望を受けてこういう事業を展開するんですが、先ほど説明したような諸事情があ

ってなかなか実現的にはできなかったと。調査するにあたって先ほどのアブラツノザメですか、

捕獲したんですが、まず捕ったあと処理も含めて具体的な報告をいただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。アブラツノザメ１３９尾につ

きましては、今回の目的が調査ということで、全て出荷っていう形で加工用と、そのまま剥き

状態という形で処理いたしました。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） かなり前の話なんですけど、前浜でもサメを取ってそれを一般家庭で

も食べるという習慣があったんですけど、今は害という捉え方をされてるんですが、アオザメ

が漁業者に影響があるということで事業展開したんですけど、現場から例えば日当、燃料費も

ろもろ含めて、この金額だといかがかなという率直な声があったんです。確かに檜山漁協の考

え方もあると思うんです。この事業もそうですが、あまり広くしてしまえばトドとか、海獣と
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かそういうことにもなるんですけど、とりあえずできる形で漁業者が、ある程度漁業被害も防

ぐ、そして業務にも影響がない形で、ぜひ町からできるだけの支援をしていただきながら、こ

ういう事業展開をしていただきたいと思いますけどいかがですか。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。今年度におきましても、この

事業は継続して実施しておりますが、引き続きそういう漁業者の意見とかも聞きながら検討し

てまいりたいと考えております。

○委員長（桝田道廣君） ほかにございませんか。

道高委員。

○委員（道高 勉君） ３２ページの農業センターの業務運営事業でございます。これについ

ては試験事業だとか、育苗試験事業、土壌診断という農家の皆さん方に大変そういう提供され

てるという事業効果ということで書いておりますが、基本的に農業センターの役割っていうも

のが、両農協ありますけれども、それは農家の皆さん方にとってこれから求められてる課題と

言いますか、いろんな野菜でもこれからの経営改善に向けた中での厳しい農業情勢の中で、そ

の役割というものは、農業センターが果たすべきものとはどのように考えてるのか、その辺お

伺いしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） 農業センターの役割ということのご質問かというふうに思います

けれども、まず試験事業については、各生産者、農協から要望をいただいて試験をしておりま

す。各試験が終わりましたら各部会等の時に試験結果を報告し、また農業センターのホームペ

ージでも試験結果を公表しているところでございます。ということで農業者の思っている課題

等については、そこで吸い上げして農業センターのほうで試験等をして返すという役割という

ことで考えております。今後も、そういったことで農業者が持っている課題等について試験を

して返していきたいと考えております。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 今言ったように要望を受けて、各関係の農家それから農協ということ

での部会ということでの、そしてその成果だとかを検証しながらということでやってますとい

うことでありましたけれども、私たち議会のほうにもその検証結果的にどういう成果が上がっ

ているのかというものが、実際これでしか分からないんです。だからその辺公表してほしいと

いうふうにまず私は思います。それでやはり農家数もだんだん減ってきて担い手対策だとかい

ろいろな面で農業対策については、やはり個人の方々の農家のやり手と言いますか、この厳し

い農業情勢、ＴＰＰの問題もいろいろ出てきた中でどう生き残っていくかということで、米ば

かりでなくて、そういった育苗関係の物についても縷々研究だとかをやっていくことになると

思うんですけども、しかしこれを全て町の施設で全部やるというのは、そういう専門医だとか、

そういったことの体制もやっぱりきちっと備えないとダメだと思うんですけど、今そういう職

員体制についてもきちんとした、そういう指導できるような立場の中で体制が取られているの
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か、そしてまたそれに沿った事業的な展開に向けた新しい試験的なものだとか、そういったも

のを町として考えておられるのか。現場はそういう要求がないとなかなか対応できないという

ことだと思いますけれども、しかしある程度これからそういう指導的役割というものも農業セ

ンターの中の一つの使命としてあるのかなと思うんですけども、出てきたもんだけを対応する

のではなくて、そういった指導的な立場の中での役割的なものというのは、これから農業セン

ターの果たす役割じゃないかと思うんですけども、その辺含めた中で現状について取り組みの

今後の課題についてもう１回お願いします。

○委員長（桝田道廣君） 佐藤農務課長。

○農務課長（佐藤英美君） 農業センターの体制ということなんですけども、昨年１２月に職

員退職いたしまして、４月から１人職員、専門職を採りまして、そちらのほうが専門職と農業

大学を卒業しているということでかなり研究して来た方が今度入られたということで、そうい

った面からいうと農業センターの体制も強化されて来たのかというふうに考えております。

今後どうしていくかということなんですけども、まず要望あるものはしっかりとやっていく

ということと、農業センターで対応できないものは、関係機関、道南農試とかありますので、

そちらのほうに依頼してやっていくということと、あと農業センターの職員のために独自で研

究課題を見つけてやっていくというような形で、来年度から考えていきたいなというふうに考

えております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） そういう職員体制も揃えられて、そして農業センターの役割というの

は、農業者の担い手のそういったいろいろな知識だとか研修の場でもあるかと思いますので、

その辺も含めて十分に農業センターの機能を果たすようなことで努めていただきたいと思いま

す。

それから、決算資料の不用額の７ページの畜産業費で２１１万７，０８９円ということで、

執行残があると、当初よりも減少したということでありますけれどもこれについてもうちょっ

と詳しくお願いします。

○委員長（桝田道廣君） 吉田課長補佐。

○農務課長補佐（吉田有哉君） 優良家畜導入事業の不用額の件ですが、正月明け１月頃から

肉牛の価格が高騰しまして、生産者が購入を見合わせたという経過がございまして、このよう

な不用額になったということでございます。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） ようするに値上がりしたということで、それについて今後の経営的な

そういった畜産農家に対しての町としての今後の対応策はどう考えていますか。

○委員長（桝田道廣君） 吉田課長補佐。

○農務課長補佐（吉田有哉君） この優良家畜導入事業は令和２年度、今も継続しております

ので、今まだその結果を見ながら検討していきたいと考えております。
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○委員長（桝田道廣君） ほかにございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） ５款労働費、６款農林水産業費の質疑を終わります。

説明員交換のため暫時休憩いたします。

休憩 午後１時３４分

再開 午後１時３６分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開いたします。

７款商工費、８款土木費の説明を求めます。

小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） それでは報告書の３４ページです。決算書では一般の

１０７ページからです。商工費、ふれあい市場開設事業、決算額８万円、令和元年５月１８日

から１０月３１日の毎週土曜日、２３日の開設で延べ１８５店が出店しております。地元海産

物、農産物及び加工品のＰＲと地産地消が図られたものでございます。

商工会補助金、決算額１，１５０万円、全額一般財源です。商工会の適正な運営と経営改善

普及事業による会員の安定と負担軽減が図られたものでございます。

次に、第２０回全国風サミットｉｎせたな開催事業、決算額１３９万９，０００円、その他

財源としまして北海道振興協会から６５万円、一般財源が７４万９，０００です。再生可能エ

ネルギーの重要性の啓発及びせたな町及び北海道西側沿岸が風資源の有力地であることを示す

ことができたものでございます。

次に、中小企業経営安定資金融資利子補給費補助金、決算額５９万６，０００円、全額一般

財源です。利子補給をすることにより中小企業経営安定資金融資利用者の負担軽減が図られた

ものでございます。

次に、産業担い手育成事業奨励金、商工関係分で決算額２００万円、財源内訳は、その他財

源として担い手育成基金です。新規開業１件に奨励金を出しまして商工業発展のための担い手

の育成確保が図られたものでございます。

商業チャレンジ等支援事業交付金、決算額２９９万２，０００円、その他財源としまして、

産業振興基金２９９万２，０００円です。新規開業取り組みと経営基盤を強化しようとする者

の支援が図られたものでございます。

地域おこし協力隊員、決算額８５３万２，０００円、全額一般財源です。協力隊の配置によ

り観光振興と特産品の開発及び各種研修会等の開催により、事業者の意識向上が図られたもの

でございます。

観光協会補助金、決算額９２０万４，０００円、全額一般財源です。観光協会の適正な運営

と会員の負担軽減が図られたとともに観光の振興も図られたものでございます。

イベント事業補助金、決算額６３５万円、全額一般財源です。観光イベントの実施により町



- 34 -

内外からの入り込み客を増やし、町内経済の活性化及び観光ＰＲが図られたものでございます。

食と産業まつり開催事業補助金、決算額２１万４，０００円、生産者と消費者の交流と地産

地消の推進が図られ、地場産品を効果的にＰＲすることができたものでございます。

テント天幕更新事業補助金、決算額４５万円、テント天幕の更新により安全で衛生的なイベ

ント会場の設営が図られたものでございます。

先行上映会実行委員会補助金、決算額１０４万４，０００円、全額一般財源です。映画、一

粒の麦、荻野吟子の生涯の先行上映会の実施により、この地で暮らした偉人の足跡を知る機会

を作ることができたものでございます。

次に３６ページです。観光施設管理運営事業、決算額が５，１２２万円、その他財源としま

して使用料６４８万８，０００円、その他、残り一般財源が４，４７３万２，０００円です。

グリーンパークほか、次の観光施設の管理により町民の健康増進と利用者へのサービス提供及

び観光振興が図られたものでございます。

観光施設管理用乗用草刈機購入事業、決算額７３万９，０００円で全額一般財源です。乗用

草刈機を更新することにより作業の効率化が図られたものでございます。

晩翠の森公衆トイレ解体工事、決算額４２万円で全額一般財源です。公衆トイレを解体撤去

することにより施設の安全が図られたものでございます。

国民宿舎あわび山荘運営事業、利用者に快適な休憩、保養のできる宿泊施設の提供が図られ

るとともに、地域経済、地域雇用に貢献することができたものでございます。

温泉ホテルきたひやま運営事業、同じく利用者に快適な休憩、保養のできる宿泊施設の提供

が図られるとともに、地域経済、地域雇用に貢献をすることができたものです。

商工費については以上です。

○委員長（桝田道廣君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして８款土木費です。決算書の範囲といたしましては、

１１２ページから１１９ページとなっております。熱源供給管設計調査業務、決算額５４４万５，

０００円、全額一般財源でございます。温泉管の閉塞に伴う供給量の減少を解消するため、詳

細設計１，１９２メートル、測量調査８０９メートルを実施したものであります。

次に、町道交通安全施設整備事業、決算額１３５万円、全額一般財源でございます。区画線

が３路線１，９２５．５メートル、カーブミラー１路線１基、ガードレール２路線１，１０５

メートル、ガードケーブル１路線６０メートルの補修を実施したものであります。

町道豊岡団地幹線側溝補修工事、決算額１９９万９，０００円、全額一般財源でございます。

延長１３７メートルの側溝補修を実施したものであります。

町道真駒内団地西幹線舗装補修工事、決算額５６９万２，０００円、全額一般財源でござい

ます。舗装補修として４６５平方メートルを実施したものであります。

次に３８ページ、町道路盤調査業務、決算額９７万２，０００円、全額一般財源でございま

す。北檜山区町道栄線の３箇所の路盤調査を実施したものであります。

町道若松小川線防護柵改修工事、決算額２８６万２，０００円、全額一般財源でございます。
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延長１４１メートルの防護柵改修を実施したものであります。

次に、流雪溝放送設備更新工事、決算額３，１８６万円、財源内訳といたしまして国道支出

金３，０７４万５，０００円、残り一般財源でございます。老朽化した流雪溝放送設備の更新

に合わせデジタル化を実施したものであります。

町道花畑線外雪況調査業務、決算額５１７万円、全額公共施設整備基金であります。愛知、

丹羽地区の４路線の雪況調査を実施したものであります。

町道橋長寿命化修繕事業、決算額４，１０３万円、財源内訳として国道支出金２，６４０万

円、地方債１，４６０万円、残り一般財源でございます。町道橋梁長寿命化修繕計画に基づき

まして、北檜山区東丹羽八千代橋、延長４０．９メートル、幅員４．８メートルの補修工事を

実施したものであります。

町道公園通３号線改良舗装工事、決算額１，９６９万円、財源内訳として国道支出金１，２

７５万９，０００円、残り６９３万１，０００円は公共施設整備基金でございます。町道公園

通３号線のうち延長１１８．５６メートル、面積６６９平方メートルの改良舗装を実施したも

のであります。令和元年度をもって事業完了しております。

次に、普通河川赤禿沢川改修工事、決算額５７２万円、財源内訳として地方債５７０万円、

残り一般財源でございます。延長２７５メートルの築堤改修を実施したものであります。

普通河川須築川河口浚渫工事、決算額１２１万円、全額一般財源であります。須築川河口部

の堆積土砂１，５００立方メートルの浚渫を実施したものであります。

○委員長（桝田道廣君） 八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） 引き続きまして、瀬棚港修築事業負担金、決算額８９４万５，

０００円、財源内訳につきましては、地方債８９０万円、一般財源４万５，０００円でござい

ます。瀬棚港修築事業に係る地元負担金で、東外防波堤６．５メーターの延伸が進められたも

のであります。

上架施設リフターテーブル踏板取替工事、決算額９７２万円、地方債９７０万円、一般財源

２万円でございます。上架施設のリフターテーブルの踏板溶融亜鉛メッキに塗装を施したエキ

スパンドメタル９９平方メートルの敷設替えを施行しました。

３９ページです。上架施設ワイヤーロープ取替工事、決算額１９４万７，０００円、全額一

般財源でございます。上架施設のワイヤーロープ溶融亜鉛メッキ、パイ２０ミリ、５２５メー

ターの布設替えを施行しました。

○委員長（桝田道廣君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして町有住宅屋根改修事業、決算額３６１万９，００

０円、財源内訳として公共施設整備基金１７７万１，０００円、残り１８４万８，０００円は

一般財源でございます。豊岡高台団地１棟４戸の屋根葺替、あかしや団地１棟５戸の塗装を実

施したものであります。

町営住宅避難梯子改修事業、決算額１３３万９，０００円で全額公共施設整備基金でござい

ます。徳島団地２号棟の避難梯子取り替えを実施したものであります。
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町営住宅設備改修事業、決算額３５３万２，０００円、全額公共施設整備基金でございます。

みやこの丘団地６戸の換気設備取替と川沿団地のガス集合装置の改修を実施したものでありま

す。

町営住宅長寿命化改善事業、決算額１，５９３万円、財源内訳として国道支出金７１６万８，

０００円、残り８７６万２，０００円が公共施設整備基金でございます。川沿団地４号棟の屋

上防水改修を実施したものであります。

以上で８款の土木費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。

決算書では１０７ページから一般１１９ページまでです。７款商工費、８款土木費の質疑を

許します。ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） それでは７款商工費、８款土木費の質疑を終わります。

説明員の交代のため２時まで休憩をいたします。

休憩 午後 １時４９分

再開 午後 １時５９分

○委員長（桝田道廣君） それでは休憩を解き会議を再開いたします

９款消防費、１０款教育費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） 報告書の３９ページでございます。決算書については１１９ペー

ジからでございます。９款消防費、備蓄品整備事業、決算額４４７万２，０００円。財源内訳

でございます。国道支出金２００万円、その他２３５万４，０００円、一般財源が１１万８，

０００円でございます。主な事業実績でございます。備蓄品及び備蓄倉庫整理物品の購入、記

載の物品備蓄について購入しております。事業の効果といたしましては、災害発生時に要配慮

者等が使用する段ボールベッドや停電時にも使用できる暖房器具等を確保したことにより、避

難所等に滞在する被災者に配慮した生活環境を確保することができた。また備蓄倉庫をパレッ

トに整理することで、備蓄品の適正な保管、管理、物販運搬の迅速化を図ることができたもの

でございます。

次に、防災行政無線管理事業、決算額２４６万３，０００円、全額一般財源でございます。

運用状況については下記の記載のとおりでございます。事業効果につきましては、安定した無

線放送を提供するため施設の維持管理に努めるとともに、町民への災害時の緊急情報や、通常

時の行政情報を提供することにより、町民の防災に対する安全確保と町行政サービスの向上を

図ることができたものでございます。

次に、防災行政無線デジタル化整備工事、決算額２億６，０１５万円、地方債２億６，０１
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０万円、一般財源５万円です。主な事業実績でございます。現在使用しているアナログ防災行

政無線をデジタル防災行政無線へ更新したもので、役場の親局等整備を行いました。事業の効

果でございます。デジタル防災行政無線の整備を計画どおり実施することができた。３カ年計

画の１年目でございます。

○委員長（桝田道廣君） 丹羽教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（丹羽 優君） それでは１０款教育費の説明をさせていただきます。

報告書の３９ページの下段になります。決算書につきましては１２２ページから１３９ページ

となってございます。指導主事派遣事業、決算額２０４万円、全額一般財源でございます。学

校教育、学校経営に関する指導、助言を行ったものでございます。

次の４０ページにまいりまして、外国語指導助手派遣事業、決算額６９９万３，０００円、

全額一般財源でございます。２名体制により計画的に小中学校へ派遣し、子供たちの英語の語

学力の向上を図ったものでございます。

続きまして、非常勤講師派遣事業、決算額６８万８，０００円、全額一般財源でございます。

こちらにつきましては、小学校の外国語の指導充実ということで町内の小学校４校に派遣し、

英語の語学力の向上を図ったものでございます。

続きまして、特別支援教育支援員配置事業、決算額１，９２６万１，０００円、全額一般財

源でございます。教育支援員１３名と学習支援員２名ということで、支援を必要とする児童生

徒に対して生活学習支援を行ったものでございます。

続きまして、檜山北高校通学費補助事業、決算額９８万２，０００円、その他財源は生活交

通確保対策基金充当でございます。交付人数２０名、大成区と瀬棚区の遠距離通学の生徒の交

通費の負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、教職員研修会等補助事業、決算額１４５万３，０００円、全額一般財源でござ

います。こちらにつきましては、各種研修会に対して補助金を支出しており、研修会等を通じ

て教職員の資質向上を図ったものでございます。

続きまして、教員住宅新築工事、決算額１，６００万５，０００円、財源内訳につきまして

は、国道支出金９０８万５，０００円、残り一般財源でございます。老朽化等により空きがな

い状況となっていた教員住宅について、１戸を新築のうえ住宅の確保を行い施設の適切な整備

を図ったものでございます。

続きまして、小学校スクールバス運行事業、決算額３，４１０万６，０００円、次の小学校

スクールハイヤー運行事業、決算額１，０５８万円、共に全額一般財源で児童の遠距離通学に

対する登下校時の送迎体制を確保したものでございます。

続きまして、小学校ＩＣＴ機器導入事業、決算額３，３１７万８，０００円、全額一般財源

でございます。パソコンシステム更新のほか、記載の機器等を導入し学習形態の改善及び事業

の資質向上を図ったものでございます。

次の４１ページにまいりまして、小学校要保護及び準要保護児童就学援助事業、決算額４２

８万９，０００円、財源内訳ですが国道支出金２万１，０００円、残り一般財源でございます。
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対象となる世帯に対して学用品等の負担軽減を図ったものでございます。

続きまして、小学校の施設整備ということで３本ございます。久遠小学校トイレ改修工事、

決算額３７２万６，０００円、次の久遠小学校体育館暖房パネル改修工事、決算額１９４万４，

０００円、この２件の財源は公共施設整備基金充当であります。次の瀬棚小学校ガラスブロッ

ク改修工事、決算額８５万９，０００円は一般財源で、いずれも施設の適正な維持管理を図っ

たものでございます。

続きまして、中学校スクールバス運行事業、決算額６０５万円、次の中学校スクールハイヤ

ー運行事業、決算額１，４４５万７，０００円、いずれも一般財源でございます。こちらも遠

距離通学する生徒の登下校、部活動の送迎等の体制の確保を図ったものでございます。

続きまして中学校ＩＣＴ機器導入事業、決算額１８１万４，０００円、全額一般財源でござ

います。パソコンシステムの更新を行いまして学習形態の改善、授業の資質向上を図ったもの

でございます。

続きまして、中学校活動補助事業、決算額５６７万１，０００円、全額一般財源でございま

す。中体連の参加補助金と文化事業実施のための補助金ということで支出したものでございま

す。

続きまして、中学校要保護及び準要保護生徒就学援助事業、決算額４４０万９，０００円、

国道支出金７，０００円、残りが一般財源でございます。対象となる世帯に対して学用品等の

負担軽減を図ったものでございます。

続きまして中学校の施設整備ということで、４本ございます。瀬棚中学校高圧電気設備改修

工事、決算額５７２万４，０００円、次の瀬棚中学校普通教室外部建具改修工事、決算額９０

１万８，０００円、この２件の財源は公共施設整備基金充当であります。いずれも施設の適切

な維持管理を図ったものであります。

次に、北檜山中学校自動火災報知設備改修工事、決算額７４８万円、その他財源７３９万円

は公有物件災害共済金で、残りが一般財源でございます。落雷により破損した設備の改修を行

い、施設の適切な維持管理を図ったものでございます。

次に、大成中学校屋上防水等改修工事、決算額２，１４５万円、全額一般財源でございます。

経年劣化による、屋上防水設備等を改修し、施設の適切な維持管理を図ったものでございます。

続きまして、社会教育関係でございます。各種生涯学習講座、決算額６９万６，０００円、

全額一般財源でございます。町内外の人材を活用して少年から高齢者までの各期のニーズに対

応した学習機会の提供を図ったものでございます。

次の４２ページにまいりまして、社会教育団体補助事業、決算額２８８万１，０００円、そ

の他財源１１３万８，０００円はスポーツと文化振興基金充当で、残り一般財源でございます。

これにつきましては、文化協会、ＰＴＡ連合会、子ども育成会、町民文化祭、郷土芸能団体、

国際交流推進協議会、中学生海外派遣事業、芸術鑑賞事業実行委員会ということで各団体活動

等への支援を図ったものでございます。

続きまして、学校図書支援員、決算額３９万３，０００円、全額一般財源でございます。こ
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ちらにつきましては、小学校、中学校に支援員を派遣し学校図書室の充実を図ったものでござ

います。

続きまして、全道全国大会参加奨励事業、決算額３１１万３，０００円、全額その他財源で

スポーツと文化振興基金充当でございます。この奨励事業につきましては、全道大会、全国大

会に参加する団体及び個人の経費の負担軽減を図ったものでございます。

次の４３ページにまいりまして、体育団体補助事業、決算額２９９万８，０００円、その他

財源３４万９，０００円はスポーツと文化振興基金充当で、残りが一般財源となっております。

団体につきましては、スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツフェスタ、Ｂ＆Ｇ瀬棚海洋ク

ラブの各団体の活動に対して支援を行ったものでございます。

続きまして、体育施設整備事業、決算額２９７万円、全額一般財源でございます。Ｂ＆Ｇプ

ールろ過機循環ポンプ取替修繕から瀬棚スポーツ広場フェンス修繕まで記載の修繕を行い施設

の適切な整備を図ったものでございます。

続きまして、学校給食センター施設整備事業、決算額２００万７，０００円、全額一般財源

でございます。空気調和器配管改修、ワンタッチスライサー購入等を行い施設の適切な整備を

図ったものでございます。

以上で教育費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。決算書では１１９ページから１３９ページま

でです。９款消防費、１０款教育費の質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 報告書の３９ページ消防費で備蓄品整備事業、この内訳を確認したい

んですけど、例えばトータルした形で個数等も出てますが、例えば瀬棚にいくつ、北檜山にい

くつ、大成にいくつ、そういった保管状況になっているんであれば場所等含めてお知らせいた

だきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 斉藤防災係長。

○防災係長（斉藤哲章君） ただいまの質問についてお答えいたします。記載している段ボー

ルベッド等は全て３分割し３区保管しております。保管場所としましては、北檜山区が旧北檜

山幼稚園、瀬棚区は旧図書センター、大成区は町民センターと役場内に保管しております。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 割り当てでいくと３分割ということですが、特にこの北檜山に関して

は住んでる方も多いですし、大成、瀬棚は北檜山に比べると人口も少ないんです。でも何があ

るかわからないので、せっかく３分割に分けてきちんと備蓄してるんでしょうけど、もう少し

増やしていただくということも今後考えていただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 斉藤防災係長。

○防災係長（斉藤哲章君） 今後、計画的に初期対応できるような備品を備蓄していきたいと

思います。
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○委員長（桝田道廣君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 報告書の４０ページ上から２番目、非常勤講師派遣事業の中で小学校

外国語指導充実というところで、瀬棚、北檜山、若松、久遠小学校といろいろありますけども、

指導する時間がそれぞれバラバラになっているんですが、瀬棚は週１時間、若松、北檜山は週

２時間、久遠は週４時間となってますけど、これはどういうようなことで分けた時間なんです

か、教えてください。

○委員長（桝田道廣君） 長内主幹。

○教育委員会事務局主幹（長内解人君） ただいまの質問にお答えします。こちらは小学校３、

４年生に対しての授業なので、ＡＬＴの２名の外国人じゃなくて日本人の指導助手の方に行っ

てもらってまして、学校と年度が始まる前に、いろいろ授業もありますので、その中で学校が

授業できる時間を調整して、学校から上がってきた希望の時間で時間割を組んで配置しており

ます。

○委員長（桝田道廣君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 各学校の要望で時間が決められているということは、今わかりました。

それで上のほうの外国語指導助手派遣事業ということもありますけども、それも合わせてバラ

ンスを取って各学校が要望しているのかと思うんですが、どうなんですか。

○委員長（桝田道廣君） 長内主幹。

○教育委員会事務局主幹（長内解人君） そのとおりでございます。各学校と調整しながら時

間割等決めて配置しております。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 消防費の石原委員の質問に関連するんですけれども、備蓄品整備事業

の予算額４５４万円とあるのは、大きな冊子のほうの１２０ページの消防費、ここのどの欄に

入ってるのか教えてください。

○委員長（桝田道廣君） 暫時休憩します。

休憩 午後２時１６分

再開 午後２時１７分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開します。

斉藤防災係長。

○防災係長（斉藤哲章君） １２０ページの消耗品費と１２１ページの災害対策用備品の合算

額となっております。

○委員（平澤 等君） もう一度お願いします。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員にお尋ねします。今の聞こえなかったということでしょう

か。それとも理解できなかったということでしょうか。
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平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今、私もこの決算書と概要の中を照らし合わせてどこに突合するかと

いうこと確認したかったんですけども、今言われた備品購入費と、それから消耗品費、消耗品

ってどこにあるんですか。その部分について何項目とか区分とか番号書いてますから、それに

ついて詳しく教えてください。

○委員長（桝田道廣君） 暫時休憩します。

休憩 午後２時１８分

再開 午後２時１９分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開します。

斉藤防災係長。

○防災係長（斉藤哲章君） すいません。１２０ページの災害対策費の１１需用費の消耗品に

なります。消耗品の内訳が１３１万５，７９８円になっておりますが、このうち１２１万１，

５０５円が消耗品から支出しております。次に１２１ページの１８備品購入費、災害対策用備

品から３２６万４６０円、合わせて４４７万１，９６５円となっております。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） そうやって言っていただければわかるんですけども、私もいろいろ調

べる上では、やはりこれが簡略して今回概要説明に書いてあるものから言えば、決算と突合し

たときにどうしても金額的なこともあります。そういった面について、もうちょっと突っ込ん

だせっかくの概要説明であれば、これとこれが合わさったものっていうふうな説明を何かつけ

加えて、もしくは分けて出すというふうにしてくれたほうが今後いろいろ意見言うのに言いや

すいと思います。中身に対してどうのこうのでございませんけども、もう少し区分については、

あまり合算しないで分けた中でしてくれるように要望いたします。

○委員長（桝田道廣君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 大変申し訳ございませんでした。今後については、わかりやすい

資料になるよう気を付けます。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

石原委員。

○委員（石原広務君） 報告書の４２ページどこということはないんですけど、社会教育団体

補助事業あるいは全道全国大会参加奨励事業、以前に教育長に個別に要望させていただきまし

たが、確かに今のままだと中体連の枠から離れたり、団体から離れて個人で動くことにはなか

なか満足な補助ができてない状況なんです。いま少子化の中で個々に頑張っている子供たちも

いますし、それに対して負担がかなり家計に影響を及ぼす状況であったとしても、子供のため

にすごく頑張っている家庭もあるわけです。今後そういった事例がせたなの看板を背負って、

いろいろなスポーツ、文化、全道全国に出ていく可能性も本当に高い町ですから、そういった
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子供たち、家庭に対してそれなりの前向きな考え、あるいは補助を含めた姿勢っていうか、励

ます意味でそういった方向で前向きな検討をいただきたいんですけど、いかがでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 成田教育長。

○教育長（成田円裕君） 石原委員のご質問にお答えをいたします。我が町の子供たち大変ス

ポーツにすぐれた子供たちが多くて、全道全国大会に常に出場しているような状況にございま

す。今までもこのスポーツの振興を図るために、宿泊代ですとか、交通費こういうものの助成

を引き上げてまいりました。今後もこのような状況が続いて家計負担が大きいようであれば、

引き上げについて今すぐではございませんけれども、何年かの後には、その状況を考えながら

引き上げについて検討してまいりたいということで考えております。

○委員長（桝田道廣君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 繰り返しになります。少子化も含めていろいろな状況が変化しました。

これは昨年度の決算ですけど、今年は本当にご存じのとおり夢叶わなく終わった子供たちもい

るわけです。そういった状況も今後また起こるかもしれません。今言った教育長のその考えの

とおり本当に前向きに、せたなの子供のために、ぜひ教育委員会として検討いただきたいと思

います。要望して終わります。何か答弁があればお願いします。

○委員長（桝田道廣君） 成田教育長。

○教育長（成田円裕君） 石原委員のほうからご要望を承りました。これについては真摯に教

育委員会の内部で検討してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） ほかございますか。

道高委員。

○委員（道高 勉君） ４０ページの非常勤講師派遣事業で外国語の指導充実で小学校の教諭

免許を持った方を小学校に派遣するということで、事業効果を見ましたならば４校、久遠小学

校週４時間、ほかは２時間この違いは何ですか。

○委員長（桝田道廣君） さっき同じ質問があったと思います。よろしいですか。

○委員（道高 勉君） はい、いいです。こちらの４２ページの文化協会補助金９万５，００

０円となってます。本当に文化協会の状況っていうのは大変低迷しているということでありま

す。その中でも一生懸命事業だとかやってるんでしょうけども、教育委員会としての指導的立

場からすると、事業効果というのは芸術文化活動の連携ということで図られたとありますけれ

ども、育成だとか、向上だとか、さらにそういった振興、推進を図るという立場から見たとき

に、どのように考えられているのか、その辺お伺いしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） ただいまの質問にお答えします。文化協会の補助金

の絡みなんですけども、私たちとしても課題の中でやはり高齢化と、あと人口の減少による活

動してる方の減少という部分がかなり顕著に表れていると思ってます。そういった部分を私た

ちのほうで何かサポートできることはないかと考えておりまして、今後とも協会の方々と相談
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していきながら、そういった活動の推進という部分でお手伝いしていければと考えております。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 現実的な状況見ますと、本当になかなか高齢化に伴って、そしてまた

新しい若い人方とのそういった活動に対するそういう体制がだんだん縮小、縮減になって来て

るという、そういうことについては理解されていると思いますけども、やはりその辺、いろい

ろなやり方もあるかと思いますから、時代時代に合ったそういった活動について適切な指導、

助言等をお願いしたいというふうに思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） 私どももニーズのほうを町の立場でいろいろ勉強さ

せていただきながら、活動のお手伝いしていきたいと考えております。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 以上で９款消防費、１０款教育費の質疑を終わります。

次に決算書では１３９ページから１４１ページ、１１款公債費、１２款職員給与費、１３款

予備費の３款について質疑を許します。

ございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） １１款公債費から１３款予備費の質疑を終わります。

説明が委員交代のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後２時２７分

再開 午後２時２９分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開します。

決算書１２ページから一般４４ページまでで一般会計歳入全款の質疑を許します。ございま

せんか。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 滞納処分関係です。

○委員長（桝田道廣君） 町税の不能欠損についてということでよろしいですか。１２ページ

の１の１でよろしいですか。

○委員（道高 勉君） １２ページの町民税から固定資産税という滞納繰越分の関係あります

けども、これについての考え方だけです。それで先ほど前回の不納欠損の関係できちんとした

法令に基づいた不納欠損をしてということでありましたけれども、それに至るまでの時効の関

係だとか、生活保護だとか、そういう状況の中ではこれは法的にはそういうことで効力停止と

いうことになりますけれども、滞納処分に至る、どのようにして結局生活のために本当に苦し
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くて税金を納められないとか、しかしきちんとした対応っていうのは、きちんと徴収体制では、

おそらく毎月そういった情報、家庭を回ったり、訪問されていると思いますけれども、やっぱ

り税というのは公平公正であることが１番大事あって、不納欠損ということで、うまく立ち回

れば逃れるという、そういうことの無いようにということが原則だと思うんです。その辺の状

況について、現在、滞納処分にならないように徴収率を上げるということなんでしょうけども、

その辺について現在、現場はどのような課題を抱えてやっておられるのか、お聞かせ願います。

○委員長（桝田道廣君） 伊勢主幹。

○税務課主幹（伊勢 亮君） 道高委員のご質問にお答えしたいと思います。不納欠損と滞納

繰越の関係でのご質問かと思いますけども、昔は滞納者も財産調査をした結果、そこそこ預金

なり生命保険なりそういったものが散見されたんですけども、現在においては、なかなか厳し

い状況の人たちが滞納者として残っているっていう状況でございまして、なかなか財産調査を

やっても出てこないっていうのが、現状なんですが、多くの納期内納税者いらっしゃいますの

で、そちらの方の目線に立って、最近では家宅捜索、これを行うようにして、その上で財産が

なければ滞納処分を停止して不納欠損すると、そういうような状況になってございます。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） やはり滞納者について特別な理由がない中で、やはり厳しい財産処分

だとか、そういう法的な手続きをしながらやるというのは、これはすごく納税者にとってもし

っかりとやってるんだということにもなるわけです

徴収の事務というのは大変なことだと思いますけれども、そこはやっぱり公正公平な徴収体

制、賦課体制を守っていくんだということについて、まして自主財源が貴重な自主財源でござ

いますので、その辺のことを肝に銘じて一生懸命回って歩くと。税の場合は、あくまでも税法

がありますから、それにきっちり則った中で対応してもらえればと思うわけですけども、今後

の徴収に対する見通しっていうものは大変厳しい状況です。ですけれども今後に担当課におい

ての一つの見方っていうのはどのように思っているのかお伺いしたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 伊勢主幹。

○税務課主幹（伊勢 亮君） 今後の見通しというようなことでのご質問かと思うんですけど

も、まず現状を滞納繰越分もそうなんですけども、私どもの徴収の手法として、現年課税分こ

れと合わせて滞納繰越分を徴収してございます。滞納者の納期内納税、あるいは最低でも年度

内納税の意識を高めるために、現年課税分を優先してプラスアルファで滞納繰越分をいただい

てるっていうのが現状の方法でございます。これは滞納者のほうから見れば、納期内納税する

ことによって督促状が来なくなるですとか、それから納付計画が立てやすくなる。滞納額が減

っていくのが目に見えてわかっていくっていうような、メリットがございまして、結果として

納税意識の向上のほうにも繋がるものと思っております。

また私どもから見ましても、現年課税分の収納率が上がるというようなことによって、徴収

額が不安定な滞納繰越分と比べまして、比較的容易に収納見込みを立てられると。また安定し

た収納額を確保しやすいというメリットもございます。本来の滞納繰越分の収納見込みという
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ようなことでございますけども、滞納繰越分としては、国保税を切り離して考えるわけにはい

きませんので、国保税を含めて大体毎年度１，２００万から１，５００万くらいずつ収入を見

込んでございます。

○委員長（桝田道廣君） 濱登課長。

○税務課長（濱登幸恵君） 今、伊勢のほうから具体的な話もありましたけども、昨日からお

話がありましたように交付税の一本算定と、それから国勢調査の年でございまして人口の減少

というのが歯止めがきかないような状態というのは、私たちも税の課税、徴収にかかわっては、

２年前、３年前から考えながら進めておりまして、一つはそれに対しての具体的な方法として

は、町税の滞納の収納推進本部を設置しておりまして、その中で庁内の債権を担当している課

長で組織している本部を設置しております。やはりその人口減と、それから交付税が一本算定

になるというところで徴収の体制として、税は自主財源のほとんどを占めている収納金でござ

いますが、そのほかにも私債権、公債権と債権を担当している担当課がございます。それで私

どもの今お話したような徴収の方法というところ、滞納者の追跡をするというところ、具体的

な方法を庁舎内で横断的に皆で取り組もうというところで動いているところです。そのほか徴

収のほうでは、収納の向上対策基本方針を自ら作成しておりまして、徴収率の目標を設定して

それに向かって徴収をしているという取り組みもしてございます。いずれにしても私たちはや

ることは一つで、適正に課税をする、そして納期内に納付していただく、滞納者に対しては、

法律に基づいて滞納処分をしていくという方法というのは、粛々と進めていく私たちのやるべ

きことでございますので、これからもさまざまな状況が変わっていくとは思いますけども、そ

の決まりに沿って私たち納税していただいてる皆さんにお答えができるような方法でこれから

取り組んでまいりたいと思っております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） わかりました。そのように一つ職員上げて努力されて、やはり税金ば

かりでなくて住宅使用料だとか、いろいろなそういった私的なものの使用料とかもございます

ので、合わせた中で庁内一体となった情報共有しながら取り組みが必要でないかというふうに

思います。そのように頑張っていただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

一般会計歳入全款の質疑を終わります。

ここでもう一度、一般会計歳入歳出全款の質疑を許します。

橋本委員。

○委員（橋本一夫君） 報告書の３３ページの秋サケ資源増大対策事業、これは私はまるきり

素人ですのでわかりませんけれども、せたな町における４０万尾の稚魚の確保というのは、正

当な数なのか、回帰率とかその辺から見てどうなのか、お願いします。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまの質問にお答えします。秋サケせたな町４０万尾という
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ことでございますが、この事業につきましては関係５町が補助金を出して実施している事業で

ございまして、今回２００万尾生産されたということで各町４０万尾配布されたものでござい

ます。

○委員長（桝田道廣君） 橋本委員。

○委員（橋本一夫君） これ回帰率は３％とかっていう数なんでしょう。それで私は太櫓川の

すぐそばに生活をしている者ですけれども、昔はあんなにもサケがいたのに考えると気になっ

て寝れないと、そういうような状況の中で生活をしてきたわけです。ところがこの頃、せたな

町では４０万尾という放流がなされても、昔から見ると太櫓川は１匹もいないんでなかという

ような形なんです。もちろん太櫓川で放流していませんので、それはわかります。ですけれど

も今は現状を見ると利別川で放流されてるように思われますけれども、大部分は海中飼育と言

って、海中で稚魚を育て、そして網を上げて放流するとうようなもので、１０年ぐらい前は、

島牧の小女子の網にかかってどうだとかこうだとかっていう話がありましたけれども、今はそ

の辺どうなっているんでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 油谷水産係長。

○水産係長（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。まずサケなんですけども、そ

れにつきましては北海道が定めるサケ、マス人工ふ化放流計画、そちらでサケの捕獲なり、採

卵、稚魚生産、稚魚の放流数が決められております。海中飼育とかの話なんですが、実際せた

なでも虻羅、瀬棚港、あと鵜泊漁港ですか、そちらのほうで現在も行われている状況で、その

地区によって海中飼育なり、あと２次飼育地もございますので、そちらのほうでサケの稚魚の

生産を行っているところでございます。

○委員長（桝田道廣君） 橋本委員。

○委員（橋本一夫君） どこで飼育されてもいいんですけれども、回帰率がどうなっているの

かというデータが取られているのか、いないのかっていうことが一つあるわけです。その中で

ここ２、３年はサケの漁獲高も余り無いと。今年はまだ１匹も見えてないというような状況の

中で、私は止めれというんではないですが、もう少し効果のある稚魚放流をしてもらいたいと

思います。というのは日高の静内川は、それが捕獲して結果的には人工で稚魚にして川に流す

というやり方に変えたわけです。そうしたら回帰率も増えて、またサケも川いっぱい上るとい

うような状況であるというのをＮＨＫのテレビで拝見したことがあります。

そういう中でやはり漁業者の、漁協もそうですけれども、漁業者自らやっぱり勉強して１匹

でも多く回帰して、それを自分の飯の種になるようなやり方をしてもらいたいと思います。そ

うであるならば、このせたな町で１２０万円というお金を出してるわけですけれども、これが

１５０万なり２００万なり、そういうものも出てくるんじゃないかと思いますけれども、その

辺よろしくお願いします。

○委員長（桝田道廣君） 八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） まずこの事業につきましては、管内関係５町の連携で行って

おりまして、ひやま漁業協同組合で飼育できる最大の数が稚魚２００万尾、これを５町で割り
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ますと１町あたり４０万尾ということで、事業費も関係５町で決められておりますので、そう

いうことでご理解いただきたいということと、回帰率っていうのは、その地区地区での回帰率

っていうのは取られておりませんので、水試のほうでもその回帰率っていうのは、予測してい

たりしていますが、最終的には、結果次第っていうことになりますので、そういうことでご理

解いただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 橋本委員。

○委員（橋本一夫君） 質問しないつもりだったんですけども、今は漁師の方がよく言われる

のは、上るサケが獲れないよ。サケがいないんだよ、沖にはいるけどもなかなか近海に来ない

んだというような今年の話です。そういうことから見ると海中飼育がいいのか、どうかってい

うのは、やっぱりサケが稚魚を増やす、卵を持って稚魚を自然に返していくというものを一つ

の考え方として、今のやり方がどうなのか、その辺はここで課長も言われたとおり、これはひ

やま漁協の全体的な流れの中でやられてるっていうことですので、せたな町が２００万出す３

００万出すと言ってもなかなかゆるくないのかというふうに思います。その辺やっぱり原点に

返った地区養殖のことを考えてもらいたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 副町長。

○副町長（佐々木正則君） 今、橋本委員からご質問をいただいてますけれども、主要成果に

関する報告書の３３ページの秋サケ資源増大の取り組みにつきましては、檜山管内５町の取り

組みで稚魚２００万匹をそれぞれ５町で均等に割って、せたな町には４０万という数字でござ

いますけれども、このほかに俗にいう増殖協会が取り組んでいる増大事業がございます。例え

ば、サケ公園で捕獲場を持ってますよね。それで東丹羽の施設で稚魚に孵してるという取り組

みもありますから、おそらくそういった取り組み全体の中での質問ではないのかなというふう

に思います。それでいろいろな海中飼育、その他、技術的な方法あるとは思うんですが、委員

はもっと回帰率を高めるようなっていうお話だというふうに思いますので、その辺は技術的な

ことはちょっと私はわかりませんけれども、そういった取り組みはありますので、まずはそこ

で整理をさせていただきたいというふうに思います。

○委員長（桝田道廣君） よろしいですか。

○委員（橋本一夫君） はい。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） これをもって一般会計歳入歳出全款の質疑を終わります。

これより認定第１号についての反対討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

お諮りいたします。

認定第１号を認定することに、賛成の方は起立をお願いします。

（起立する者あり）
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○委員長（桝田道廣君） 起立多数です。

よって、認定第１号は認定することに決しました。

説明員の交代のため３時０５分まで休憩いたします。

休憩 午後２時５２分

再開 午後３時０５分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第２、認定第２号令和元年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書により、所管の担当課長に内容の説明を求めま

す。

濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） それでは報告書の４４ページでございます。国民健康保険事

業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。第１１表（１）決算の状況、歳出から説

明いたします。１の総務費３，９７２万７，０００円は、職員の人件費や国保連合会への負担

金が主なものでございます。

２の保険給付費８億６，７４２万５，０００円、療養給付費が主なものでございます。

３の国民健康保険事業納付金３億１，３８５万円、国保の運営の主体が都道府県化となった

ことによる北海道に対する納付金でございます。

４の共同事業拠出金１，０００円、退職者医療事務費拠出金でございます。

５の保健事業費６５６万１，０００円、特定健診事業やインフルエンザ予防接種事業などに

かかる費用でございます。

６の基金積立金１，４００万円、平成３０年度決算に伴う歳入余剰分を基金に積み立てたも

のでございます。

８の諸支出金２，８９２万８，０００円、国保病院及び診療所の運営等に係る経費について、

北海道からの交付金を病院会計へ繰出したものが主なものでございます。歳出合計が１２億７，

０４９万２，０００円でございます。

次に歳入についてですが、左側の欄、１保険税から７の諸収入までの合計が１２億７，２６

５万１，０００円でございます。歳入歳出差引額２１５万９，０００円は、次年度へ繰り越す

ものでございます。また右側の（２）保険税の状況、（３）保険給付の状況、（４）経理関係

諸比率につきましては記載のとおりでございます。

次に４５ページをご覧願います。第１２表は主要施策効果表でございます。決算額は、先ほ

どの説明のとおり１２億７，０４９万２，０００円、財源内訳は、国道支出金で９億１，１５

０万５，０００円、その他は繰入金で１億７７９万５，０００円、一般財源が２億５，１１９

万２，０００円となっております。主な事業実績としましては、一般被保険者と退職被保険者
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を合わせて申し上げますが、平均被保険者数が２，１６１人、医療給付件数が３万２，５５８

件、療養給付費等費用額１０億２，２１１万４，６９６円でございます。また被保険者１人当

たり費用額は４７万２，９８２円、出産育児一時金が４件で１６８万円、葬祭費１６件で４８

万円となっております。また主な保健事業につきましては、記載のとおりでございますので説

明を省略させていただきます。

以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。決算書では１５５ページから１７９ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第２号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第２号令和元年度せたな町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

整理番号第３、認定第３号令和元年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を議題

といたします。

内容の説明を求めます。

濱口町民児童課長。

○町民児童課長（濱口喜秋君） 続きまして４６ページをお開き願います。後期高齢者医療特

別会計の決算状況についてご説明いたします。下段の歳出から説明いたします。１総務費３６

１万５，０００円は、一般事務費及び後期高齢者システム保守管理業務にかかる経費でござい

ます。

２の後期高齢者医療広域連合納付金１億４，２６４万８，０００円、広域連合の運営経費や

町が徴収した保険料等を広域連合へ納付したものでございます。

３の繰出金２４４万６，０００円、これは後期高齢者の健康診査や温泉入浴料助成分を一般

会計へ繰り出したものでございます。

５のその他の支出１０万５，０００円は保険料の還付金でございます。歳出合計が１億４，

８８１万４，０００円となったものでございます。
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次に歳入でございます。１の後期高齢者医療保険料から４のその他の収入までの合計が１億

４，８８９万２，０００円となっており、歳入歳出差引額７万８，０００円は次年度へ繰り越

すものでございます。

続きまして４７ページをご覧願います。第１４表、主要施策効果表についてご説明いたしま

す。ただいまの説明のとおり決算額が１億４，８８１万４，０００円、財源内訳は、その他と

して一般会計繰入金等で１億４，８７５万４，０００円、一般財源は６万円となっております。

主な事業実績としては、被保険者数が２，０２５人、後期高齢者医療広域連合納付金について

は記載のとおりですので説明を省略させていただきます。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。決算書では１８１ページから１９７ページま

でです。

歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第３号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第３号令和元年度せたな町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は認定すること

に決しました。

お諮りいたします。

本日の会議はここまでとし、この続きは明日午前１０時から再開したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって本日の会議はこれで閉じ、明日午前１０時から再開といたしますので、ご参集をお願

います。

本日はこれにて延会いたします。

ご苦労さまでした。

延会 午後３時１７分
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令和２年せたな町議会決算審査特別委員会 第３号

令和２年９月１６日（水曜日）

○議事日程（第３号）

１ 認定第 ４号 令和元年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算について

２ 認定第 ５号 令和元年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算について

３ 認定第 ６号 令和元年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について
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地域包括支援センター主幹 今 川 勇 吾 君

農 務 課 主 幹 斉 藤 真 君

水 産 林 務 課 主 幹 山 本 亨 君

建 設 水 道 課 主 幹 川 上 佳 隆 君

建 設 水 道 課 主 幹 桑 田 一 良 君

建 設 水 道 課 主 幹 鈴 木 涼 平 君

出 納 室 主 幹 山 川 彩 子 君

国保病院事務局主幹 三 浦 三 津 枝 君

職 員 厚 生 係 長 尾 野 裕 也 君

地 域 生 活 係 長 岡 島 譲 二 君

防 災 係 長 斉 藤 哲 章 君

情 報 管 理 係 長 又 村 智 君

商工労働観光係長 撫 養 和 伯 君

財 政 係 長 稲 船 洋 志 君

戸 籍 年 金 係 長 西 田 幸 恵 君

環 境 衛 生 係 長 原 田 宰 君

児 童 福 祉 係 長 林 亮 輔 君

障 が い 福 祉 係 長 平 田 慎 太 郎 君

包 括 支 援 係 長 大 久 保 麻 未 君

地 域 支 援 係 長 金 澤 早 苗 君

地 域 支 援 係 長 田 畑 貴 子 君

農 政 係 長 大 庭 啓 君

農業センター業務係長 北 山 典 孝 君

水 産 係 長 油 谷 好 彦 君

大成水産種苗育成センター業務係長 池 田 裕 之 君

建 築 係 長 高 橋 真 一 君

水 道 係 長 大 野 秀 幸 君

住 宅 係 長 吉 田 一 也 君

庶 務 係 長 近 藤 智 博 君

《大成総合支所》

支 所 長 杉 村 彰 君

次 長 佐 々 木 正 人 君

大成診療所事務長 古 守 幸 治 君

主 幹 藤 谷 希 君

主 幹 水 野 万 寿 夫 君

大 成 保 育 園 長 浜 高 あ け み 君



- 6 -

住 民 係 長 村 井 貴 大 君

福 祉 係 長 河 野 葉 子 君

《瀬棚総合支所》

支 所 長 神 田 昌 君

養護老人ホーム三杉荘所長 横 川 忍 君

次 長 増 田 和 彦 君

養護老人ホーム三杉荘次長 平 賀 英 治 君

主 幹 谷 川 一 志 君

主 幹 栗 谷 一 樹 君

瀬 棚 保 育 所 長 沼 口 恵 子 君

福 祉 係 長 稲 船 奈 穂 子 君

産 業 係 長 藤 井 卓 也 君

（２）教育委員会教育長の委任を受けて出席する説明員

教育委員会事務局長 丹 羽 優 君

次 長 古 畑 英 規 君

大成教育事務所長 杉 村 輝 明 君

主 幹 長 内 解 人 君

主 幹 尾 野 真 也 君

学 校 給 食 係 長 山 崎 英 人 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 西 田 良 子 君

農 地 係 長 小 池 秀 樹 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君

書 記 次 長 小 林 和 仁 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 上 野 朋 広 君



- 7 -

主 事 原 田 翔 太 君
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再開 午前１０時００分

○委員長（桝田道廣君） 皆さんおはようございます。

吉田副委員長から欠席の届け出があります。定足数に達していますので決算審査特別委員会

を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

整理番号第１、認定第４号令和元年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算を議題と

いたします。

決算に係る主要な施策の成果に関する報告書により所管の担当課長に内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは報告書の４８ページでございます。介護保険事業特

別会計の決算状況についてご説明申し上げます。第１５表、歳出から説明いたします。１款総

務費、決算額３，５９９万７，０００円、人件費及び事務費に係る一般管理費のほか、認定調

査費、認定審査会共同設置負担金などでございます。

２款保険給付費、決算額８億５，４７１万２，０００円、介護サービス給付費のほか、低所

得者への補足給付となります特定入所者介護サービス費、要支援者に対する介護予防サービス

給付費などでございます。

３款地域支援事業費、決算額９，５８４万３，０００円、包括職員の人件費、事務費等に係

る包括的支援事業所のほか、配食サービス等に係る介護予防事業費、入浴サービスなどの任意

事業費などでございます。

５款諸支出金、決算額２，１５１万１，０００円、介護給付費負担金等返還金が主なもので

ございます。歳出の合計が１０億８２７万円でございます。

次に左側で歳入でございます。１款保険料から９款諸収入までの合計が１０億１，１１０万

円でございます。歳入歳出差引額２８３万円は、次年度へ繰り越すものでございます。

続きまして４９ページ、第１６表の主要施策効果表についてご説明をいたします。一般介護

予防事業の決算額は３，９６３万６，０００円で、国道支出金が１，１４６万２，０００円、

社会保健診療報酬支払基金交付金及び一般会計繰入金が１，９９６万７，０００円、残りが一

般財源であります。要支援、要介護者になるおそれの高い高齢者を対象に、記載されている各

種介護予防事業を実施し、高齢者が在宅において健康で日常生活が送れるよう支援に努めたと

ころでございます。

次に５０ページをお開き願います。包括的支援事業、決算額４，９４３万１，０００円、国

道支出金２，１０３万７，０００円、一般会計からの繰入金が２，００１万５，０００円、残

りが一般財源であります。地域包括支援センターの運営に要した経費でありまして、介護予防

ケアマネジメント業務をはじめ、記載の業務研修を行い高齢者が要支援、要介護状態にならな

いための予防に努めたところでございます。

次に５１ページであります。任意事業、決算額６７７万６，０００円で、国道支出金が６６

万９，０００円、一般会計からの繰入金が５８４万２，０００円、残りが一般財源であります。
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高齢者が在宅において日常生活がこれのための支援、さらに介護者の負担軽減を図るために記

載の事業、サービスの提供を行ったものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりましたので、歳入歳出全款一括質疑を許します。決算

書では１９９ページから２２７ページです。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第４号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第４号令和元年度せたな町介護保険事業特別会計歳入歳出決算は認定すること

に決しました。

整理番号第２、認定第５号令和元年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは報告書の５２ページでございます。介護サービス事

業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。第１７表、歳出から説明いたします。１

款サービス事業費、決算額５，６８８万４，０００円、主なものといたしまして、デイサービ

スセンターの事業費、介護予防支援事業費などでございます。

次に歳入でございますが、１款サービス収入から４款諸収入までの合計が５，７００万４，

０００円でございます。歳入歳出差引額１２万円は、次年度へ繰り越すものでございます。

続きまして５３ページ、第１８表の主要施策効果表についてご説明をいたします。通所介護

サービス事業、決算額３，９２２万６，０００円、一般会計からの繰入金１，６０９万３，０

００円、残りは事業収入であります。要支援、要介護認定を受けた高齢者に対し、入浴、食事、

送迎などのサービスを提供いたしまして介護者の負担軽減を図ったところでございます。

次に、認知症共同生活介護事業、決算額４４万１，０００円、全額一般会計からの繰入金で

あります。認知症高齢者を対象としたグループホームあさなぎの指定管理者を有限会社ケアス

テーションせたなに指定をし、運営及びサービスの提供を行ったものでございます。

次に、介護予防支援事業、決算額１，１３１万５，０００円、一般会計からの繰入金８１４
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万１，０００円、残りは事業収入であります。地域包括支援センター内の介護予防支援事業所

において、在宅高齢者が要介護状態になるのを防ぐために必要なサービスを受けるよう支援を

行ったところでございます。

次に、居宅介護支援事業、決算額５９０万２，０００円、一般会計からの繰入金４９０万６，

０００円、残りは事業収入であります。地域包括支援センター内の居宅介護支援事業所におい

て、要介護者が日常生活が送れるようサービス計画の作成、サービスの提供調整などを行った

ものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりましたので、歳入歳出全款一括質疑を許します。決算

書では２２９ページから２４６ページです。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第５号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第５号令和元年度せたな町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

ここで説明員交替のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０９分

再開 午後１０時１０分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第３、認定第６号令和元年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を議題と

いたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは報告書５４ページでございます。簡易水道事業特別

会計の決算の状況についてご説明いたします。第１９表、簡易水道施設及び業務概況について

は記載のとおりであります。
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５５ページ、第２０表、簡易水道事業特別会計の決算の状況について説明いたします。１収

益的収支、（１）総収益２億２，１６０万４，０００円、（２）総費用１億３，９５５万５，

０００円、（３）収支差引８，２０４万９，０００円。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入９，７５５万７，０００円、（２）資本的支出１億

７，９８９万１，０００円、（３）収支差引８，２３３万４，０００円のマイナスでございま

す。

右上段に行きまして、３収支再差引で２８万５，０００円のマイナス、５前年度からの繰越

金４１８万５，０００円、７形式収支３９０万円、９実質収支といたしまして、黒字で３９０

万円でございます。以下、記載のとおりでございます。

次の５６ページ、第２１表、令和元年度末の地方債の現在高調、第２２表、地方債借入先別・

利率別現在高の状況、次の５７ページ、第２３表、年度末起債残高・元利償還金・借入額の推

移については記載のとおりでございます。

次の５８ページ、第２４表、主要施策効果表について説明させていただきます。決算書では

２４７ページから２６５ページでございます。事業名、施設改良事業で決算額８６７万９，０

００円、財源内訳といたしまして、その他財源６９９万７，０００円、事業収入１６８万２，

０００円であります。主な事業実績といたしましては、北檜山区で東丹羽浄水場通信ケーブル

設置工事１６０万５，０００円、瀬棚区で瀬棚市街地ポンプ場非常用発電機設置工事７０７万

４，０００円。

次の簡易水道事業で、決算額１，１３８万３，０００円、財源内訳といたしまして、全てそ

の他財源です。実績といたしましては、瀬棚区の北島歌簡易水道施設改修工事１，１３８万３，

０００円であります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は２４７ページから２６５ページまでです。

道高委員。

○副委員長（道高 勉君） 決算書の２５３ページ、水道使用料の現年分については１億４，

４８０万６，４８４円と収入があります。未済額が７２万４，５４０円ということであります。

この部分が滞繰になるわけです。現在滞繰は、未収金が４２１万２，７１０円ということで５

００万近くのこれが現在あるということです。やはりこれも、昨日の徴税徴収の関係と同じよ

うにして、公平公正な、きちんと払ってる人と、そういう事情がある方いろいろあると思いま

すけども、その辺の基本的な徴収計画といいますか、悪質なものについては水道止めるとか、

そういったことをやっていると思いますけども、その辺の基本的な町の姿勢についてどのよう

に行ってきたのか。そして今後どのようにそれを回収に向けて進めていこうとしてるのか、考

え方を聞きたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 川上主幹。
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○建設水道課主幹（川上佳隆君） 現年度分に関しては、まず滞納してる方については、現年

度分をもらってプラスアルファー滞繰分っていう、現年度分を主として徴収した上で滞納繰越

分をいただいてると。令和元年に関しては、給水停止の執行が７回、誓約書をいただいて滞納

に関する分納計画をした方々は１０件です。今後の取り組みとしては、どんどん誓約をいただ

いて、滞納を分納誓約することによって、現年度分プラス滞繰分を消化していくような感じで

取り進めていこうと思っております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 大変やっぱり水道会計事業も厳しい収入でありますので、その辺はき

ちんとして、使った方には毅然とした対応をしていかないとならないと思います。ただ要する

に停止、やむを得なく払えなくて、誠意の無い方については停止処分と水道を止めるわけです。

その辺については人権的な配慮も必要だと思いますけども、そういうことにならないような、

停止で水道が出なくてっていう事で、それでまたいろいろな面で影響といいますか、これも考

えなければならないんですけども、その辺はきちっと分納計画なり、滞納処分はできないんで

すけども、いろいろな措置を考えながら未収分の回収に、さらに職員の皆さん方の努力によっ

て徴収率を図るというのが町民に対しても、そういう誠意ある、頑張っているということが示

せると思うんです。そういうことで一つそういう姿勢で臨んでいただければと思います。

○委員長（桝田道廣君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 道高委員のご指摘どおり、滞納されてる方もそれぞれ事情が

あると思いますので、うちの担当職員も現地にて本人とお話をさせてもらって、相談させても

らいながら計画的な返済を進めてもらうと考えております。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第６号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第６号令和元年度せたな町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は認定すること

に決しました。

整理番号第４、認定第７号令和元年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算を議
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題といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは５９ページでございます。営農用水道等事業特別会

計の決算の状況についてご説明いたします。第２５表、営農用水道等施設及び業務概況につい

ては記載のとおりであります。

６０ページ、第２６表、営農用水道等事業特別会計の決算状況について説明いたします。１

収益的収支、（１）総収益１，３１８万６，０００円、（２）総費用１，１８３万９，０００

円、（３）収支差引１３４万７，０００円。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入２３１万１，０００円、（２）資本的支出３０９万

９，０００円、３収支差引７８万８，０００円のマイナスでございます。

右上段に行きまして、３収支再差引で５５万９，０００円、７形式収支５５万９，０００円、

９実質収支といたしまして、黒字で５５万９，０００円でございます。以下、記載のとおりで

ございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は２６７ページから２８１ページまでです。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第７号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第７号令和元年度せたな町営農用水道等事業特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

整理番号第５、認定第８号令和元年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を議題

といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） ６１ページでございます。公共下水道事業特別会計の決算の

状況について説明いたします。第２７表、公共下水道施設及び業務概況については、記載のと
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おりであります。

６２ページ、第２８表、公共下水道事業特別会計の決算状況についてご説明いたします。１

収益的収支、（１）総収益１億３，１６７万２，０００円、（２）総費用１億３，５１３万７，

０００円、（３）収支差引３４６万５，０００円のマイナス。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入２億８，４１７万１，０００円、（２）資本的支出

２億８，８５５万円、（３）収支差引４３７万９，０００円のマイナスでございます。

右上段に行きまして、３収支再差引で７８４万４，０００円のマイナス、５前年度からの繰

越金９０２万３，０００円、７形式収支１１７万９，０００円、９実質収支といたしまして、

黒字で１１７万９，０００円でございます。以下、記載のとおりでございます。

次の６３ページ、第２９表、令和元年度末の地方債現在高調、第３０表、地方債借入先別・

利率別現在高の状況、次の６４ページ、第３１表、年度末起債残高・元利償還金・借入額の推

移については、記載のとおりでございます。

次の６５ページ、第３２表、主要施策効果表について説明させていただきます。決算書では

２８３ページから３０２ページでございます。事業名、公共下水道事業で決算額１億３，６８

３万５，０００円、財源内訳といたしまして、国道支出金５，８８４万８，０００円、地方債

５，３１０万円、その他２，０５０万８，０００円、事業収入４３７万９，０００円でありま

す。主な事業実績といたしましては、補助事業で、北檜山区において北檜山地区下水道新設工

事（雨水１０工区）２，９９７万円、同じく雨水１１工区２，３５４万円、北檜山下水処理場

建設工事委託業務４，８４０万円、大成区で本陣地区下水道新設工事（２工区）１，５７８万

５，０００円です。

次に単独事業で、公共汚水桝新設工事（北檜山区その１）６６万円、同じく北檜山区その２、

６２万３，０００円、北檜山区その３、１６万６，０００円であります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は２８３ページから３０２ページまでです。

道高委員。

○副委員長（道高 勉君） 去年の決算の時にも質問させてもらったんですけども、下水道が

３区共着々と整備されてきております。しかしながら実際にそれを利用する方々の率が去年と

どのように伸びたのか、その辺の状況です。そしてそれについてせっかく町はかなりの投資を

しながらこういう環境整備を図ったんですけど、市街地また農村部との違いはありますけれど

も、そういったことについて町としての今の市街地においても付けられていない方々に対する

考え方、いろいろな施策だとかそういうのを考えられて来ているのかどうかも含めてお答えい

ただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 鈴木主幹。

○建設水道課主幹（鈴木亮平君） 下水道事業の接続状況につきましてお答えさせていただき
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ます。まず北檜山区ですと、令和元年度で新規で接続された方が１５件、水洗化率については

９３．２％となっております。続きまして瀬棚区、接続件数が３件、水洗化率で６３．６％、

続きまして大成区、接続件数が４件、水洗化率で６８．７％という状況になっておりまして、

未接続の住宅の方につきましては、いろいろなお話をお伺いすると建て替えを考えているです

とか、あと経済的な問題、あと高齢になってるからもうつなぐ必要は無いと考えているという

さまざまなご意見をいただくことが多いんですけども、その中でも町としては、水洗化、水質

保全の面から考えても水洗化、あと特に高齢者の方については水洗のトイレを使えるという利

便性などもお話して、なるべくつないでいただけるような形でお願いはしているところです。

また大成区の新規で供用を開始されたところなんかは補助金制度がございますので、その辺

を説明し、活用していただいてなるべく費用負担を軽減できるような形の接続もあるというこ

とも町民の方に説明しながら、今後もまた接続についてお願いをしていきたいと考えておりま

す。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 去年よりもそれぞれ下水道を付けて快適な環境整備を図られてると。

本当にこれまでもこういった事業が始まってからもう１０数年以上経つわけですけど、その中

でなかなか付けられない方がいらっしゃると。さまざまな理由、考え方もあるかと思います。

やはり大きな課題というのは、負担がかかりすぎるということです。おそらく町民の共通の思

いだと思うんです。そこをきちんと対応して町のこれからの環境整備の推進を図るということ

で、このままで町もそういう支援策だとかそういう対策も打たない中でお願いします、お願い

しますという毎年の繰り返しの中においては、これ以上伸びるっていうか、やるかっていうこ

とになるかということです。

そこはやはり本当に町としてきちんとした町民の皆さん方に利用してもらうんだという目指

すべき方向性があるならば、これまでの中でメリット、デメリットをきちんと整理しながら町

民の皆さんにメリットになるような施策も第２弾、第３弾打ち出していかないと、やはり最後

は区別が出てくるということだと思うんです。だからそういったことはこれからの地方のいろ

いろな計画、地方ふるさと再生だとか創設とかありますけれども、やっぱりそういったことの

根っこの部分を、これをきちんと考えていく必要があるのではないかと思うんです。その辺、

町長がどうやって最終的に思っているのかですけども、その辺、町長の思いというものを聞か

せていただければと思います。

○委員長（桝田道廣君） 町長。

○町長（高橋貞光君） この下水道につきましては、生活環境の整備ということで重要な施策

の一つというふうに考えて、目下、接続件数の拡大について取り組んでいるところでございま

すが、中長期的に見ますと、これはせたな町の人口減少これは進んでまいります。当然世帯数

の減少が進んできます。そうすると接続件数、接続割合は努力して割合を高めるということが

できるかと思うんですが、全体的な接続件数は減るということを当然想定していかなければな
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りません。そうしますと当然のこととして、下水道会計の収支というものはますます厳しくな

ると、これは下水道に限らず水道もそうですが、そうした状況が現実問題として収支を圧迫す

るということになります。そういうことで料金料率の見直しというのは当然出てまいりますが、

しかしそれをできるだけ遅くする手段として、やはり接続する件数を増やしていくということ

が大事だというふうに思っておりますので、その辺についてしっかり担当課と取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。

○委員長（桝田道廣君） ほかございますか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 地方債について資料が出ましたので、これについてお伺いしたいと思

います。６３ページの地方債借入先別残高っていうことで資料がございますけども、先般の財

政課長の説明の起債返還については、金利の高いものについては早く償還するということでご

ざいましたけども、今回この利率見ると３％以上、４％以上のものが見られます。非常に昨今

の時代から見れば、非常に高い金利でないかと思うんですけども、こういったものについては、

毎年大体９，０００万位ずつ起債残高は減ってきてますけども、この高い金利の分の繰上償還、

これは直接この今回の公共下水道事業特別会計の中の財政ですか。償還っていうのは含まれる

か含まれないかは別として、町としては基本的に繰上償還をして高い金利のものを早く償却し

てしまうっていうのが、ある意味の償還圧を下げる。そしてまた起債を下げるという意味では

有効だと思うんですけども、その辺の基本的な考え方についてお伺いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 今の質問なんですけども、先ほどの利率の低いほうについては、

一般会計のほうの償還のほうで利率の高いものについては繰上償還して編成してきたと。それ

で特別会計のほうなんですけども、繰上償還については、ある程度条件がありまして、高いか

らすぐにその分を繰上償還できるっていうようなことになってません。繰上償還につきまして

は、すいません。

○委員長（桝田道廣君） 休憩にしますか。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３６分

再開 午前１０時３７分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開します。

佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 今の質問にお答えいたします。繰上償還、起債の償還につきまし

ては、これまでの経過としまして借入先についても利息を得るということにより運営している

部分がありますので、繰上償還する場合は、原則、補償金の支払いが発生することになります

が、財政状況の厳しい自治体につきましては、特例で補償金免除制度があります。これにつき
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ましては、実質公債比率が１５％以上、経常費収支率が８０％以上という条件が付けられてお

ります。平成１９年から２１年、２２年から２４年度に財政融資資金の繰上償還をこの間実施

してきております。２５年、２７年度にかけて縁故債の民間の繰上償還をしてきておりますけ

ども、２７年度以降につきましては繰上償還は実施していないと、そういうふうな状況にあり

ます。今後も、利率の高い借り入れについては、繰上償還の検討を借入先と協議、借入先民間

資金とかいろいろあるんですけれども、そういう借入先と協議しながら検討していかなければ

ならないというふうに考えております。他に繰上償還をしても、先ほど言った補償金の免除制

度があって、そういうものによっては繰上償還しても利率によって有利になるというか、そう

いうようなことになりますので、その辺も見極めながら繰上償還を各借入先と、今後も検討し

ていきたいというふうに考えてます。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 先ほど財政課長の説明から実質公債比率からいけば１５％以上にはな

ってるので、その分については該当になると思うんです。それで今こういうふうに収入がだん

だん細っていく中で、やはりいかに経費を減らすかっていう点から考えていけば、こういう高

い金利の面については、いち早く繰上償還して処理すべきだと思うんです。それに伴う補償料

がかかるから繰上償還しないんだっていうこと、その金融機関との約束事ですか。そういった

ことについて繰上償還をすると補償料かかって結局実質的に繰上償還分、最後まで契約された

期間の分のお金を払ってもらわないと繰上償還認めませんよっていう、そういうような事例、

あまり聞いたことないんですけども、そういった事例っていうかその金融機関との融資、債務

の取引、そういった内容は、それは法的なものですか。普通一般的に民間の場合でも、繰上償

還して自分の支払える償還圧を下げる。そういったことは結構行われてることなんですけども、

そういった融通の効かない債務なんでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 繰上償還、起債の借入れについては、そこの銀行で例えば、うち

のほうで１億借りますよと。それを２０年間償還しますと。そのあとの確率でもって、それで

そこの金融機関が１０年たどって幾らその率によって収入を受けますよね。それによってそこ

の金融機関が１０年間の財政見通し、１０億貸付資産で利率がこれだけなりますよと。だから

運営できますよと。それを途中で繰上償還してしまうと、そこの金融機関は１０年後に２０万

収入として入るのが入らなくなると、そういうふうなことで金額的にできなくなるんで、それ

に変わる補償を町が今度支払わなくてはならないんです。その分の利率に係る分の補償を考え

ると繰上償還をしないでやったほうが得だというふうなことなんです。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今言って財政課長ね、借入先の経営に対して心配されて、そうすると

大変だろうというふうなこと、それはわからないわけではないんですけども、やはり町として

の財政しっかり維持するっていうふうになると、高い金利をいつまでも払い続けるしかない。

ただ、今考えられるのは元利均等方式で何年間契約してるのでっていうような考えでも、それ
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であっても繰上償還したいから一括して今払いますということで、毎年９，０００万ずつ減っ

てますけども、元利合わせたら１億２，０００万、３，０００万払っているわけです。金額的

には４％以上、３％以上が総額１億３，００万、４，０００万ですか、今の計算によりますと。

そういうふうになると、そういうものを先に償還するっていうのは、町の財政上、非常に意義

あることだと思うんです。だから相手先の金融のことを考えるのもいいけども、やはり町の財

政のことも１番先に考えた上でやっていただきたい。ただその違約に対して法的に絶対ダメだ

と、絶対かかるというふうなことがあると、そういった法律ちょっと私も詳しくないので、そ

ういった法律とか決まりがあるんであれば、あとで教えてほしいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 佐野財政課長。

○財政課長（佐野英也君） 法律とかそういうのは別にないんですけども、考え方として繰上

償還を行う場合、繰上償還以降に受け取るはずだった利息と繰上償還を受けた資金を手元に新

たに貸し付けを行って得られる利息の収入の差額、差額を補償金として支払わなければならな

いんです。町としては補償金を支払ったとしても、繰上償還した以降の利息を全て支払うわけ

ではないため、補償金が発生してもメリットがないと。こういうようなことでそこの金融機関、

金融機関によって、そういうような協議をして起債の借り入れしたものによってそれぞれ繰上

償還できるか、できないかというのを判断していかなければならないということなんです。

○委員長（桝田道廣君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。そうすると今財政課長が言ってるのは、指定された金

融機関と借り入れする段階での約束事っていうか約定、その中においてそういう取り決めにな

ってるからできないんだと、それぞれがでは繰上償還できない金融機関があるということ、約

定でそういうふうに仕組まれてるからできないんだというふうなことですけども、いろいろな

金融機関ありますけども繰上償還が無効だってあまり聞いたことないので、もしよろしければ

あとで結構でございますけども、その取引内容、それから約定の内容について資料求めたいと

思います。

○委員長（桝田道廣君） 副町長。

○副町長（佐々木正則君） 今財政課長が説明したとおりでございまして、例えば６３ページ

の借入先で３番目に地方公営企業等金融機構と載ってると思いますが、これがまさしく今、財

政課長が説明したとおりでございまして、ようはその利息によってこの機構を運営していくと

いうことですから、借り入れの時の約定によって制限されてるということでございます。それ

ともう一つは２番目の旧郵政公社資金、簡保資金を原資にしてございますけれども、おそらく

郵政公社もそのような借り入れの時の約定があるというふうに思います。それから収支決算の

中で繰り上げをするだけの剰余金と言いますか、そういったものがまず出てないという状況も

一つございます。それから例えば過疎債、これは財政支援、元利の７０％だったと思いますが

交付税措置があると。例えば、これを繰上償還いたしますと、そういう余裕があるんであれば

もう貸しませんよと、こういうふうなことにもなるというふうに思いますので、その辺のご理

解をいただきたいというふうに思います。
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○委員長（桝田道廣君） 先ほど平澤委員のほうから資料請求がありましたが、町のほうとし

ては資料を提出することできますでしょうか。

それでは、後ほど資料の提供をお願いいたします。

ほかございますか。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第８号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって認定第８号、令和元年度せたな町公共下水道事業特別会計歳入歳出は認定することに

決しました。

整理番号第６、認定第９号令和元年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を議

題といたします。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは６６ページでございます。漁業集落排水事業特別会

計の決算の状況についてご説明いたします。第３３表、漁業集落排水施設及び業務概況につい

ては記載のとおりであります。

６６ページ、第３４表、漁業集落排水事業特別会計の決算状況について説明いたします。１

収益的収支、（１）総収益５１８万８，０００円、（２）総費用５２６万１，０００円、（３）

収支差引７万３，０００円のマイナス。

次に２の資本的収支、（１）資本的収入８１７万６，０００円、（２）資本的支出８１７万

６，０００円、（３）収支差引ゼロでございます。

右上段に行きまして、３収支再差引７万３，０００円のマイナス、５前年度からの繰越金１

１万４，０００円、７形式収支４万１，０００円、９実質収支といたしまして、黒字で４万１，

０００円でございます。以下、記載のとおりでございます。

次の６８ページ、第３５表、令和元年度末の地方債現在高調、第３６表、地方債借入先別・

利率別現在高の状況、次の６９ページ、第３７表、年度末起債残高・元利償還金・借入額の推

移については記載のとおりでございます。

次の７０ページ、第３８表、主要施策効果表について説明させていただきます。事業名、施

設維持管理事業で決算額３６８万５，０００円、財源内訳といたしまして、その他財源３４７
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万１，０００円、事業収入２１万４，０００円であります。主な事業実績といたしましては、

浄化槽清掃手数料で２１５万８，０００円、浄化槽保守点検業務１５２万７，０００円であり

ます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は３０３ページから３１７ページまでです。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第９号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第９号令和元年度せたな町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算は認定する

ことに決しました。

説明員交替のため１１時まで休憩いたします。

休憩 午前１０時５２分

再開 午前１１時００分

○委員長（桝田道廣君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第７、認定第１０号令和元年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算を議題

といたします。

内容の説明を求めます。

小板橋まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） それでは報告書の７１ページでございます。第３９表、

決算の状況についてご説明します。左側の表でございます。１収益的収支では、総収益で２，

４３７万３，０００円でございます。これは営業収益の料金収入、いわゆる北海道電力への売

電収入が２，４３７万１，０００円、その他で２，０００円です。総費用では１，６６６万９，

０００円、これにつきましては営業費用で１，６６６万９，０００円でございます。収支差引

では７７０万４，０００円となっております。

次の２資本的収支はありません。
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次に右側の表ですが、３収支再差引７７０万４，０００円となっております。４積立金は８

２３万９，０００円、前年度からの繰越金は２６２万９，０００円で、７の形式的収支、実質

収支は２０９万４，０００円となっております。以下については記載のとおりでございます。

続きまして７２ページ、第４０表です。主要施策効果表でございます。事業名、風力発電事

業、決算額２，４９０万８，０００円、全額事業収入でございます。洋上風車２基の稼働実績

は、発電量１５０万３，７２３キロワットアワー、平均風速、毎秒７．３メートル、売電収入

は２，４３７万１，４５１円となってございます。事業効果といたしましては、環境に負荷を

かけないクリーンエネルギーの推進及び創出等が図られたものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は３１９ページから３３３ページまでです。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 去年１基故障して、これ２基の稼働っていうんですけれども、実質的

には内訳はどうなんでしょうか。

○委員長（桝田道廣君） 小板橋推進課長。

○まちづくり推進課長（小板橋司君） すいません。これ１基に訂正願います。申し訳ありま

せん。

○委員長（桝田道廣君） ほかございますか。

横山委員。

○委員（横山一康君） 確認しておきたいんですけど、たしか１基止まれば保険料が入るって

いうふうにお聞きしてたんですが、今回、歳入の中に保険料が入ってないようなんですか、こ

こはどういうふうになってるのか、教えていただきたいと思います。

○委員長（桝田道廣君） 撫養商工労働観光係長。

○商工労働観光係長（撫養和伯君） 保険料につきましては、修繕工事が終わっておりません

ので額が確定していないということで令和２年度以降の収入になります。

○委員長（桝田道廣君） 横山委員。

○委員（横山一康君） また確認なんですが、その修繕にかかったものだけの補償なのか、そ

の売電できなかった部分に関しての売電料の部分も補償していただけるのか、そこを確認させ

てください。

○委員長（桝田道廣君） 撫養商工労働観光係長。

○商工労働観光係長（撫養和伯君） 保険料につきましては、修繕料にかかわる部分と、売電

料につきましては、全額とはいきませんので稼働していない６カ月分が対象になります。ちょ

っと割合もあるんですが５０％か６０％になると思います。

○委員長（桝田道廣君） ほかございませんか。

（「なし」という者あり）
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○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第１０号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１０号令和元年度せたな町風力発電事業特別会計歳入歳出決算は認定するこ

とに決しました。

整理番号第８、認定第１１号令和元年度せたな町瀬棚港旅客施設事業特別会計歳入歳出決算

を議題といたします。

内容の説明を求めます。

八木水産林務課長。

○水産林務課長（八木忠義君） 報告書７３ページでございます。瀬棚港旅客施設事業特別会

計の決算の状況、第４１表です。収益的収支では、総収益７４万７，０００円、これにつきま

しては全額繰越金となっております。総費用では３１万３，０００円、これにつきましては、

フェリーターミナルの電気料などでございます。収支差引４３万４，０００円となっておりま

す。

次に資本的収支でございますが、資本的収入、資本的支出ともございません。

右側の表となりますが、収支再差引４３万４，０００円、形式収支についても４３万４，０

００円、実質収支４３万４，０００円の黒字でございます。

以上で説明終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は３３５ページから３４８ページです。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第１１号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）
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○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって、認定第１１号令和元年度せたな町瀬棚港旅客施設事業特別会計歳入歳出決算は認定

することに決しました。

整理番号第９、認定第１２号令和元年度せたな町病院事業会計決算を議題といたします。

別冊の病院事業会計決算附属資料により内容の説明を求めます。

西村国保病院事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） それでは別冊の決算附属資料によりまして、病院事業会

計のご説明をいたします。既に委員の皆様には資料はお目通しをいただいているものと思いま

すので、説明につきましては、各医療機関の主要施策の効果表によりさせていただきたいと思

います。それでは資料の２８ページをお願いいたします。せたな町立国保病院の主要施策の効

果表でございます。はじめに上段の収益的支出でございます。決算額１０億１，５７４万４，

０００円、財源内訳は、国道支出金２６１万６，０００円、繰入金３億９，８４３万２，００

０円、病院事業財源６億１，４６９万６，０００円でございます。主な事業実績では、入院診

療実日数が３６６日、１日の平均入院患者数は３１．１人、外来診療実日数は、医科で２４２

日、歯科が１８８日、１日平均外来患者数は、医科が１００．１人、歯科が１２．３人となっ

ております。

次に下段の資本的支出でございます。決算額２，８２７万円、財源内訳は、国道支出金４１

２万５，０００円、繰入金１，１８６万８，０００円で、このうち一般会計分と基金分は、記

載のとおりとなってございます。病院事業財源は１，２２７万７，０００円でございます。主

な事業実績では、建設改良費の機械備品購入費１，８４４万４，０００円は、ＬＥＤ内視鏡シ

ステム及び財務会計システムの更新でございます。次に車両及び運搬具の購入費３２０万円は、

医師の送迎車両の更新でございます。

続きまして企業債償還金でございますが５９０万６，０００円、次の投資７２万円は、医療

職等を確保するため貸し付けた奨学資金でございます。

続きまして４８ページをお願いいたします。せたな町立国保病院瀬棚診療所の主要施策の効

果表でございます。はじめに収益的支出でございます。決算額１億３，００７万２，０００円、

財源内訳は、国道支出金６９４万５，０００円、繰入金３，０００万円、病院事業財源９，３

１２万７，０００円でございます。主な事業実績では、外来診療実日数が医科が２３９日、歯

科は２３５日、１日の平均外来患者数は、医科が３６．３人、歯科が２７．７人となっており

ます。

次に資本的支出でございます。決算額１４万２，０００円、財源内訳は、繰入金９万９，０

００円、病院事業財源４万３，０００円でございます。主な事業実績ですが、全額企業債の償

還金とでございます。

続きまして６７ページをお願いいたします。せたな町立国保病院大成診療所の主要施策の効

果表でございます。収益的支出でございます。決算額１億６，６８８万円、財源内訳は、国道

支出金１，４４８万９，０００円、繰入金６，４７６万４，０００円、病院事業財源８，７６
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２万７，０００円でございます。主な事業実績では、外来診療実日数が２４１日、１日の平均

が外来患者数は３３．１人となっております。

次に資本的支出でございます。決算額１，０６８万３，０００円、財源内訳は、地方債で５

１０万円、繰入金で２０２万９，０００円、病院事業財源３５５万４，０００円でございます。

主な事業実績ですが、企業債償還金が５４９万９，０００円、建設改良費の機器、備品購入費

５１８万４，０００円につきましては、全自動錠剤分包機の更新をしたものでございます。

以上で、病院事業会計の説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（桝田道廣君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。決算書で

は３４９ページから３９０ページです。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

認定第１２号を認定することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（桝田道廣君） 異議なしと認めます。

よって認定第１２号、令和元年度せたな町病院事業会計決算は認定することに決しました。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 議事進行絡みの発言をさせていただきたいと思うんです。行政側から

は、毎年大変丁寧な資料を作成していただいておりまして敬意を表します。それでその資料に

ついて２点ほど今後改善を検討していただきたい件がありますのでご提案申し上げます。

まず１つは、資料は決算書本体です。これは１つ。それから決算資料、主に不用額調書これ

が２つ目です。そして主要成果施策、この３つになっているわけです。きのう特に気になりま

したのは、主要施策表の中で決算書本体の節、款を合計して新しい事業名で掲載している部分

があるんです。それは行政側の配慮ですから、そのことについては特に申し上げるものではあ

りませんが、この説明資料の中には、節と金額これを明確にしておいていただいたほうが、議

員が勉強するときに勉強しやすいんです。できればそこにページ数も振っておいてもらうと、

事前の勉強がしやすいのではないかと思いますのでその１点提案しております。

それからもう１つなんですが、主要施策効果表この資料作成にあたりましては、結局原本、
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決算書と常に突合しなきゃならないわけです。したがいまして、できれば款と項まではいいと

思うんですが、できれば目と節、そしてページ数こういうものを要所要所に掲載していただけ

れば、突合するときに非常に便利だというふうに思いますので、資料の作成の改善についてご

提案申し上げたいと思います。

以上です。

○委員長（桝田道廣君） ただいま菅原委員から資料の改善等について提案がありましたけど

も町のほうから副町長。

○副町長（佐々木正則君） 資料作成につきましては、担当が財政課になるわけでございます

けれども、内部で十分協議をして善処できるものにつきましては、善処したいというふうに思

います。

よろしくお願いいたします。

○委員長（桝田道廣君） 以上で、本特別委員会に付託された１２会計の決算審査は終了いた

しました。本委員会は全１２会計すべて認定すべきものと決定いたしましたので、本会議にそ

の旨報告いたします。

これをもって決算審査特別委員会を閉会いたします。

長時間にわたりご苦労さまでした。

閉会 午前１１時１８分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。
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